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川崎市手数料条例の一部を改正する条例 概要 

 

１ 条例の趣旨 

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を

改正する法律（以下、「脱炭素関連改正法」という。）」による「建築基準法」の一部改正（令和４

年６月１７日公布）、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭

素化の促進のために誘導すべき基準（以下、「低炭素化誘導基準」という。）」の一部改正（令和

４年８月１６日公布、令和４年１０月１日施行、令和４年１１月７日公布、同日施行）及び「建築

物エネルギー消費性能基準等を定める省令（以下、「基準省令」という。）」の一部改正（令和４年

８月１６日公布、令和４年１０月１日施行、令和４年１１月７日公布、同日施行）による手続の変

更等に伴い、当該手続きに関する手数料の新設及び所要の整備等が必要となった。 

 

２ 川崎市手数料条例の改正に係る上記法令の改正内容 

（１）建築基準法の改正内容 

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、建築物分野における取組が急務となっているこ

とから、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化等のため、脱炭素関連改正法

が公布された。 
この改正法に対応した省エネ性能の高い建築物は、建築基準法における建築物の容積率、建蔽率

及び高さの制限を満たすことが困難となる場合がある。そのため、今回の建築基準法の改正では、

省エネ性能の向上のために上記制限を満たすことが困難であり、その構造上やむを得ないと認めら

れる建築物の改修等について、容積率、建蔽率、高さの限度及び高度地区に関する特例許可等の制

度が創設された。 

 
 

図 1 構造上やむを得ない建築物の例 

 

（２）都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく評価方法の改正内容 

「都市の低炭素化の促進に関する法律（以下、「エコまち法」という。）」に基づく認定の評価

方法を、低炭素化誘導基準で定めている。 

低炭素化誘導基準において、ＺＥＨ・ＺＥＢ※の取組を推進する観点から、再生可能エネルギー

を利用するための設備の建築物への導入が要件化される。このことから、ＺＥＨ・ＺＥＢの取組と

評価方法を整合させるため、共同住宅の誘導設計一次エネルギー消費量の算定方法について、住戸

部分と共用部分のエネルギー消費量の合計で算定するものに限ることとする改正が行われた。 

また、低炭素化誘導基準では、低炭素建築物新築等計画の認定に必要な基準を定めているが、

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下、「省エネ法」という。）」との評価方法

の統一を図るため、省エネ法に由来する基準省令の内容を引用する改正が行われた。 

 

断面図 平面図 

断熱改修を行う場合、外壁

や屋根の厚さが外側に大

きくなり、床面積、建築面

積及び高さが増加し、容積

率、建蔽率及び高さの制限

に抵触することがある。 

増加する部分 

屋根及び外壁等の断

熱改修 

外壁及び屋根等

の断熱改修 
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  ※：ＺＥＨ・ＺＥＢとは、Net Zero Energy House（住宅）と Net Zero Energy Building（非住

宅）の略称であり、外壁等の高断熱化や高効率な設備システム等の導入により、快適な室内環境

を実現しながら大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することに

より、建物で消費する年間の一次エネルギー消費量の収支を実質ゼロにすることを目指した建築

物である。 

表１ 評価方法の新旧 

 再生可能エネルギー利用設備の設置義務 誘導設計一次エネルギー消費量の算定方法 

改正前 なし 
○住戸部分のみで算定 

○住戸部分＋共用部分の合計で算定 

 

改正後 あり 
（削除）       

○住戸部分＋共用部分の合計で算定 

 

（３）省エネ法及びエコまち法に基づく誘導基準の改正内容 

省エネ法及びエコまち法では、それぞれ建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進等につ

いて誘導基準を定めている。 

省エネ法に基づく誘導基準及びエコまち法に基づく誘導基準において求める省エネ性能の水準

を、省エネ法に定める基準省令の基準に統一化する改正が行われた。 

この基準省令において、求める省エネ性能の水準がＺＥＨ・ＺＥＢ水準に引き上げられるととも

に、特に着工件数の多い住宅について、申請及び審査の簡素合理化を図るため、省エネ計算によら

ずに適合確認が可能となる仕様基準（以下、「誘導仕様基準」という。）が新設された。 

 

表２ 省エネ法及びエコまち法に基づく誘導基準の新旧 

 改正前  改正後 

省
エ
ネ
法 

基準 
省エネ法で定める省エネ性能 

（外皮性能＋一次エネルギー消費量） 
 基準 

ZEH・ZEB 水準の省エネ性能 

（外皮性能＋一次エネルギー消費量） 

確認

方法 
○省エネ計算によって確認  

確認

方法 

○省エネ計算によって確認 又は 

○仕様に適合しているか確認（新設） 

       

エ
コ
ま
ち
法 

基準 
エコまち法で定める省エネ性能 

（外皮性能＋一次エネルギー消費量） 
 基準 

ZEH・ZEB 水準の省エネ性能 

（外皮性能＋一次エネルギー消費量） 

確認

方法 
○省エネ計算によって確認  

確認

方法 

○省エネ計算によって確認 又は 

○仕様に適合しているか確認（新設） 

 

３ 川崎市手数料条例の改正内容 

（１）建築基準法の改正に伴う改正内容 

建築基準法の一部改正により、省エネ性能の高い建築物の容積率、建蔽率及び高さの制限につい

て、新たな許認可の制度が創設されたことから、その手続きに必要となる審査手数料の新設及び改

正法に対応した所要の整備を行う。また、今回の建築基準法改正では、従前の建築基準法にはなか

った高度地区に関する高さの許可も創設されたことから、これに関連して都市計画に定めた規定に

基づいて行っていた、高度地区に関する高さの許可についても手数料を新設する。 
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表３ 建築基準法の改正に伴う手数料条例の改正概要 

手数料条例 分類 手数料 許可、認定の内容 

第 2 条（212）の 2 新設 27,000 円 容積率の認定 

第 2 条（213）の 2 新設 33,000 円 建蔽率の許可 

第 2 条（216）の 2 新設 160,000 円 高さの許可 

第 2 条（217） 項ずれ 
160,000 円 

（変更なし） 
高さの許可 

第 2 条（219）の 2 新設 160,000 円 高度地区の許可 

第 2 条（248）の 2 新設 160,000 円 高度地区の許可 

 

（２）低炭素化誘導基準の改正に伴う改正内容 

低炭素化誘導基準の一部改正に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定を受ける際に、共用部分の

誘導設計一次エネルギー消費量の計算が必須となったため、計算されていない場合の手数料の削除

及び所要の整備を行う。 

また、低炭素化誘導基準に、基準省令が引用されるようになったため、用語の定義を基準省令に

合わせる改正を行う。 

 

表４ 低炭素化誘導基準の改正に伴う手数料条例の改正概要【第 2 条（264）イ（イ）】 

改正前  改正後 

b（a） 共用部分の誘導設計一次エネルギー

消費量の計算あり 

 b 共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量

の計算あり （手数料の変更なし） 

b（b） 共用部分の誘導設計一次エネルギー

消費量の計算なし 

 
（削除） 

 

（３）基準省令の改正に伴う改正内容 

基準省令の一部改正に伴い、「誘導仕様基準」による認定申請が可能となったため、省エネ法及

びエコまち法について、「誘導仕様基準」による認定申請手数料を新設する。 

 

表５ 新設する認定申請手数料（抜粋）【第 2 条（264）ウ、（270）ウ共通】 

一戸建ての住宅の場合 共同住宅の住戸の場合 

区分（床面積） 手数料 区分（戸数） 手数料 

200 ㎡未満 17,000 円 

１戸 17,000 円 

2 戸以上 5戸以下 33,000 円 

6 戸以上 10 戸以下 47,000 円 

11 戸以上 25 戸以下 68,000 円 

200 ㎡以上 19,000 円 

26 戸以上 50 戸以下 102,000 円 

51 戸以上 100 戸以下 155,000 円 

101 戸以上 200 戸以下 221,000 円 

201 戸以上 300 戸以下 285,000 円 

301 戸以上 325,000 円 
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４ 施行期日 

公布の日から施行する。ただし、建築基準法の一部改正に基づく条例の改正（第２条２１２号の

２、２１３号の２、２１７号及び２１９号の２）については、令和５年４月１日から施行する。 
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川崎市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

(１)～(196) （略） (１)～(196) （略） 

(197) 建築基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第18条第16項

の規定に基づく通知に係る完了検査（当該完了検査の対象に建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号。以下「建

築物省エネ法」という。）第12条第１項若しくは第２項又は第13条第２

項若しくは第３項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築

物エネルギー消費性能確保計画又は当該計画の変更に係る建築物（以下

この号において「判定建築物」という。）が含まれる場合に限る。） 

(197) 建築基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第18条第16項

の規定に基づく通知に係る完了検査（当該完了検査の対象に建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号。以下「建

築物省エネ法」という。）第12条第１項若しくは第２項又は第13条第２

項若しくは第３項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築

物エネルギー消費性能確保計画又は当該計画の変更に係る建築物（以下

この号において「判定建築物」という。）が含まれる場合に限る。） 

ア （略） ア （略） 

イ 増築又は改築に係る完了検査 １件につき 前２号に規定する額に

次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額を加えた額 

イ 増築又は改築に係る完了検査 １件につき 前２号に規定する額に

次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額を加えた額 

（ア） 増築又は改築に係る部分についてのみ建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令（平成28年経済産業省・国土交通省令第１号。

第264号、第266号、第268号、第270号及び第274号において「基準省

令」という。）第１条第１項第１号イ又はロに規定する非住宅部分の

設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 次に掲げる判定建

築物の区分に応じ次に規定する額 

（ア） 増築又は改築に係る部分についてのみ建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令（平成28年経済産業省・国土交通省令第１号。

第268号、第270号及び第274号において「基準省令」という。）第１

条第１項第１号イ又はロに規定する非住宅部分の設計一次エネルギー

消費量が計算されている場合 次に掲げる判定建築物の区分に応じ次

に規定する額 

ａ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メート

ル未満のもの 19,000円 

ａ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メート

ル未満のもの 19,000円 

ｂ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メート

ル以上1,000平方メートル未満のもの 27,000円 

ｂ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メート

ル以上1,000平方メートル未満のもの 27,000円 

ｃ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メー

トル以上2,000平方メートル未満のもの 38,000円 

ｃ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メー

トル以上2,000平方メートル未満のもの 38,000円 

ｄ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メー

トル以上5,000平方メートル未満のもの 95,000円 

ｄ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メー

トル以上5,000平方メートル未満のもの 95,000円 

ｅ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メー

トル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 

ｅ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メー

トル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 

ｆ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メ

ートル以上25,000平方メートル未満のもの 180,000円 

ｆ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メ

ートル以上25,000平方メートル未満のもの 180,000円 

ｇ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メ

ートル以上のもの 220,000円 

ｇ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メ

ートル以上のもの 220,000円 

(イ) (ア)以外の場合 １件につき アに規定する額 (イ) (ア)以外の場合 １件につき アに規定する額 

(198)～(211) （略） (198)～(211) （略） 

(212) 建築基準法第51条ただし書（同法第87条第２項若しくは第３項又は

第88条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特殊建築

物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 １件につき 160,000円 

(212) 建築基準法第51条ただし書（同法第87条第２項若しくは第３項又は

第88条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特殊建築

物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 １件につき 160,000円 

(212)の２ 建築基準法第52条第６項第３号の規定に基づく建築物の容積率

に関する特例に係る認定の申請に対する審査 １件につき27,000円 

（新設） 

(213) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物

の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 １件につき 160,000

円 

(213) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物

の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 １件につき 160,000

円 

(213)の２ 建築基準法第53条第５項第４号の規定に基づく建築物の建蔽率

に関する特例の許可の申請に対する審査 １件につき33,000円 

 （新設） 

(214) 建築基準法第53条第６項第３号の規定に基づく建築物の建蔽率に関

する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 １件につき 

33,000円 

(214) 建築基準法第53条第６項第３号の規定に基づく建築物の建蔽率に関

する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 １件につき 

33,000円 

(215) （略） (215) （略） 

(216)  建築基準法第55条第２項の規定に基づく建築物の高さに関する特

例の認定の申請に対する審査 １件につき 27,000円 

(216)  建築基準法第55条第２項の規定に基づく建築物の高さに関する特

例の認定の申請に対する審査 １件につき 27,000円 

(216）の２ 建築基準法第55条第３項の規定に基づく建築物の高さに関す

る特例の許可の申請に対する審査 １件につき 160,000円 

（新設） 

(217) 建築基準法第55条第４項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の

申請に対する審査 １件につき 160,000円 

(217) 建築基準法第55条第３項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の

申請に対する審査 １件につき 160,000円 

(218) （略） (218) （略） 

(219) 建築基準法第57条第１項の規定に基づく建築物の高さに関する制限

の適用除外に係る認定の申請に対する審査 １件につき 27,000円 

(219) 建築基準法第57条第１項の規定に基づく建築物の高さに関する制限

の適用除外に係る認定の申請に対する審査 １件につき 27,000円 

(219)の２ 建築基準法第58条第２項の規定に基づく建築物の高さに関する

特例の許可の申請に対する審査 １件につき 160,000円 

 （新設） 

(220) 建築基準法第59条第１項第３号の規定に基づく建築物の容積率、建

蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 

１件につき 160,000円 

(220) 建築基準法第59条第１項第３号の規定に基づく建築物の容積率、建

蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 

１件につき 160,000円 

(221)～(247) （略） (221)～(247) （略） 

(248) 建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第11条の３第１項 (248) 建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第11条の３第１項
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第１号から第６号までに掲げる書類（以下「建築計画概要書等」とい

う。）の写しの交付 １件につき 300円 

１の建築計画概要書等ごとに１件とする。ただし、建築基準法施行規

則第11条の３第１項第５号に掲げる処分等概要書の写しと当該処分等概

要書に係る同項第１号又は第２号に掲げる建築計画概要書又は築造計画

概要書の写しの交付の申請が同時に行われる場合は、１件とみなす。 

第１号から第６号までに掲げる書類（以下「建築計画概要書等」とい

う。）の写しの交付 １件につき 300円 

１の建築計画概要書等ごとに１件とする。ただし、建築基準法施行規則第

11条の３第１項第５号に掲げる処分等概要書の写しと当該処分等概要書

に係る同項第１号又は第２号に掲げる建築計画概要書又は築造計画概要

書の写しの交付の申請が同時に行われる場合は、１件とみなす。 

(248)の２ 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第３号に掲

げる高度地区に関する都市計画に基づく建築物の高さに関する特例の許

可の申請に対する審査 １件につき 160,000円 

 （新設） 

(249) 都市計画法第29条第１項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対

する審査 

(249) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定に基づく

開発行為の許可の申請に対する審査 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

(250)～(263)の２ （略） (250)～(263)の２ （略） 

(264) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第53条

第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請（以下この

号及び次号において「認定申請」という。）に対する審査 

(264) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第53条

第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請（以下この

号及び次号において「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に

関する法律第54条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を建築物省エネ

法第15条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は

住宅品質確保法第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（第266

号、第270号、第272号及び第274号において「登録建築物エネルギー消

費性能判定機関等」という。）が証する書類が当該認定申請に係る申請

書に添付されている場合 

ア 認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に

関する法律第54条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を建築物省エネ

法第15条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は

住宅品質確保法第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（第266

号、第270号、第272号及び第274号において「登録建築物エネルギー消

費性能判定機関等」という。）が証する書類が当該認定申請に係る申請

書に添付されている場合 

（ア） 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に供する部分を有しな

いものに限る。以下この号、第266号、第270号、第272号及び第274号

において同じ。） １件につき 4,900円 

（ア） 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に供する部分を有しな

いものに限る。以下この号、第266号、第270号、第272号及び第274号

において同じ。） １件につき 4,900円 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に

係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に

係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分（建築物省エネ法第11条第１項に規定する住宅部分のう

ち住戸の部分をいう。以下この号、第270号及び第274号において同

じ。） 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分（人の居住の用に供する建築物の部分のうち住戸の部分

をいう。以下この号において同じ。） 次に掲げる住戸の総数の区

分に応じ次に規定する額 

（ａ） １戸 4,900円 （ａ） １戸 4,900円 

（ｂ） ２戸以上５戸以下 9,600円 （ｂ） ２戸以上５戸以下 9,600円 

（ｃ） ６戸以上10戸以下 16,000円 （ｃ） ６戸以上10戸以下 16,000円 

（ｄ） 11戸以上25戸以下 27,000円 （ｄ） 11戸以上25戸以下 27,000円 

（ｅ） 26戸以上50戸以下 45,000円 （ｅ） 26戸以上50戸以下 45,000円 

（ｆ） 51戸以上100戸以下 81,000円 （ｆ） 51戸以上100戸以下 81,000円 

（ｇ） 101戸以上200戸以下 130,000円 （ｇ） 101戸以上200戸以下 130,000円 

（ｈ） 201戸以上300戸以下 160,000円 （ｈ） 201戸以上300戸以下 160,000円 

（ｉ） 301戸以上 170,000円 （ｉ） 301戸以上 170,000円 

ｂ 共用部分（建築物省エネ法第11条第１項に規定する住宅部分のう

ち住戸の部分を除いた部分をいう。以下この号、第270号及び第274

号において同じ。） 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する

額 

ｂ 共用部分（人の居住の用に供する建築物の部分のうち住宅部分を

除いた部分をいう。以下この号において同じ。） 次に掲げる建築

物の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

9,600円 

（ａ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

9,600円 

（ｂ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 17,000円 

（ｂ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 17,000円 

（ｃ） 共用部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 27,000円 

（ｃ） 共用部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 27,000円 

（ｄ） 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 81,000円 

（ｄ） 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 81,000円 

（ｅ） 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 130,000円 

（ｅ） 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 130,000円 

（ｆ） 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 160,000円 

（ｆ） 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 160,000円 

（ｇ） 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも

の 200,000円 

（ｇ） 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも

の 200,000円 

ｃ 非住宅部分（建築物省エネ法第11条第１項に規定する非住宅部分

をいう。以下この号、第270号及び第274号において同じ。） 次に

掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ｃ 非住宅部分（住宅部分及び共用部分以外の建築物の部分をいう。

以下この号において同じ。） 次に掲げる建築物の区分に応じ次に

規定する額 

（ａ） 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

9,600円 

（ａ） 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

9,600円 

（ｂ） 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000

平方メートル未満のもの 17,000円 

（ｂ） 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000

平方メートル未満のもの 17,000円 

（ｃ） 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満のもの 27,000円 

（ｃ） 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満のもの 27,000円 
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（ｄ） 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満のもの 81,000円 

（ｄ） 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満のもの 81,000円 

（ｅ） 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満のもの 130,000円 

（ｅ） 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満のもの 130,000円 

（ｆ） 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 160,000円 

（ｆ） 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 160,000円 

（ｇ） 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上の

もの 200,000円 

（ｇ） 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上の

もの 200,000円 

イ 認定申請に係る建築物又は建築物の部分に係る住宅品質確保法第６

条第１項に規定する設計住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準（平成

13年国土交通省告示第1346号）に定める断熱等性能等級及び一次エネル

ギー消費量等級に係る評価が行われているものに限る。第266号、第270

号及び第272号において「特定設計住宅性能評価書」という。）が当該

認定申請に係る申請書に添付されている場合 

イ 認定申請に係る建築物又は建築物の部分に係る住宅品質確保法第６

条第１項に規定する設計住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準（平成

13年国土交通省告示第1346号）に定める断熱等性能等級及び一次エネル

ギー消費量等級に係る評価が行われているものに限る。第266号、第270

号及び第272号において「特定設計住宅性能評価書」という。）が当該

認定申請に係る申請書に添付されている場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき 8,800円 (ア) 一戸建ての住宅 １件につき 8,800円 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に

係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に

係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 ａ 住宅部分 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） １戸 8,800円 （ａ） １戸 8,800円 

（ｂ） ２戸以上５戸以下 23,000円 （ｂ） ２戸以上５戸以下 23,000円 

（ｃ） ６戸以上10戸以下 30,000円 （ｃ） ６戸以上10戸以下 30,000円 

（ｄ） 11戸以上25戸以下 43,000円 （ｄ） 11戸以上25戸以下 43,000円 

（ｅ） 26戸以上50戸以下 64,000円 （ｅ） 26戸以上50戸以下 64,000円 

（ｆ） 51戸以上100戸以下 100,000円 （ｆ） 51戸以上100戸以下 100,000円 

（ｇ） 101戸以上200戸以下 150,000円 （ｇ） 101戸以上200戸以下 150,000円 

（ｈ） 201戸以上300戸以下 190,000円 （ｈ） 201戸以上300戸以下 190,000円 

（ｉ） 301戸以上 200,000円 （ｉ） 301戸以上 200,000円 

ｂ 共用部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 ｂ 共用部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

110,000円 

（ａ） 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その

他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（平成24年

経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号）で定める方法に

より共用部分の設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 

次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

ⅰ 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

110,000円 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ⅱ 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メ

ートル未満のもの 140,000円 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ⅲ 共用部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 180,000円 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ⅳ 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 280,000円 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ⅴ 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 360,000円 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ⅵ 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 430,000円 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿_ 

ⅶ 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 

500,000円 

（ｂ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 140,000円 

（ｂ） （ａ）以外の場合 ア（イ）ｂに掲げる建築物の区分に応

じア（イ）ｂに規定する額 

（ｃ） 共用部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 180,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ｄ） 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 280,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ｅ） 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 360,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（ｆ） 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 430,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ｇ） 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 

500,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿_ 

ｃ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 ｃ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 基準省令第10条第１号ロ(１)に規定する非住宅部分の誘導

設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 次に掲げる建

築物の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その

他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準で定める基

準が適用される場合又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき

当該基準と同等以上の基準であるとして市長が認めるものが適用

される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

240,000円 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

240,000円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 300,000円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 300,000円 
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改正後 改正前 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 380,000円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 380,000円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 550,000円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 550,000円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 670,000円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 670,000円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 790,000円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 790,000円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 

900,000円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 

900,000円 

（ｂ） （ａ）以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に

規定する額 

（ｂ） （ａ）以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に

規定する額 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

97,000円 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

97,000円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 120,000円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 120,000円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 160,000円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 160,000円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 260,000円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 260,000円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 330,000円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 330,000円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 390,000円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 390,000円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも

の 470,000円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも

の 470,000円 

ウ ア又はイ以外の場合 ウ ア又はイ以外の場合 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次

に規定する額 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る

一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額 

ａ 基準省令第10条第２号イ（１）又はロ（１）に規定する基準が適

用される場合 次に掲げる当該認定申請に係る一戸建ての住宅の区

分に応じ次に規定する額 

ａ 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円 

（ａ） 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円  

（ｂ） 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円  

ｂ 基準省令第10条第２号イ（２）及びロ（２）の基準が適用される

場合 次に掲げる当該認定申請に係る一戸建ての住宅の区分に応じ

次に規定する額 

ｂ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円 

（ａ） 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ｂ） 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に

係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に

係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 ａ 住宅部分 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 基準省令第10条第２号イ（１）又はロ（１）に規定する基

準が適用される場合 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規

定する額  

（ａ） １戸 34,000円 

ⅰ １戸 34,000円  

ⅱ ２戸以上５戸以下 69,000円  

ⅲ ６戸以上10戸以下 97,000円  

ⅳ 11戸以上25戸以下 140,000円  

ⅴ 26戸以上50戸以下 200,000円  

ⅵ 51戸以上100戸以下 280,000円  

ⅶ 101戸以上200戸以下 380,000円  

ⅷ 201戸以上300戸以下 500,000円  

ⅸ 301戸以上 590,000円  

（ｂ） 基準省令第10条第２号イ（２）及びロ（２）の基準が適用

される場合 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

（ｂ） ２戸以上５戸以下 69,000円 

 （ｃ） ６戸以上10戸以下 97,000円 

 （ｄ） 11戸以上25戸以下 140,000円 

 （ｅ） 26戸以上50戸以下 200,000円 

 （ｆ） 51戸以上100戸以下 280,000円 

 （ｇ） 101戸以上200戸以下 380,000円 

 （ｈ） 201戸以上300戸以下 500,000円 

 （ｉ） 301戸以上 590,000円 

ⅰ １戸 17,000円  

ⅱ ２戸以上５戸以下 33,000円  

ⅲ ６戸以上10戸以下 47,000円  

ⅳ 11戸以上25戸以下 68,000円  

ⅴ 26戸以上50戸以下 102,000円  

ⅵ 51戸以上100戸以下 155,000円  
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改正後 改正前 

ⅶ 101戸以上200戸以下 221,000円  

ⅷ 201戸以上300戸以下 285,000円  

ⅸ 301戸以上 325,000円  

ｂ 共用部分 イ（イ）ｂに掲げる建築物の区分に応じイ（イ）ｂに

規定する額 

ｂ 共用部分 イ（イ）ｂに掲げる場合の区分に応じイ（イ）ｂに規

定する額 

ｃ 非住宅部分 イ(イ)ｃに掲げる場合の区分に応じイ(イ)ｃに規定

する額 

ｃ 非住宅部分 イ(イ)ｃに掲げる場合の区分に応じイ(イ)ｃに規定

する額 

(265) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第２項後段の規定に基づ

く確認申請書の提出が行われた場合における同法第53条第１項の規定に

基づく認定申請に対する審査 

１件につき 前号の規定により算定した額に第194号に規定する額（確

認申請書に係る建築物の計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあっ

ては、同号に規定する額に第199号に規定する額を加えた額。第267号に

おいて同じ。）又は第199号に規定する額を加えた額 

(265) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第２項後段の規定に基づ

く確認申請書の提出が行われた場合における同法第53条第１項の規定に

基づく認定申請に対する審査 

１件につき 前号の規定により算定した額に第194号に規定する額（確

認申請書に係る建築物の計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあっ

ては、同号に規定する額に第199号に規定する額を加えた額。第267号に

おいて同じ。）又は第199号に規定する額を加えた額 

(266) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変更（工事の着手予定時期又は完了予定時期に

係る変更を除く。）の認定の申請（以下この号及び次号において「変更

認定申請」という。）に対する審査 

(266) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変更（工事の着手予定時期又は完了予定時期に

係る変更を除く。）の認定の申請（以下この号及び次号において「変更

認定申請」という。）に対する審査 

ア 変更認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促

進に関する法律第54条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を登録建

築物エネルギー消費性能判定機関等が証する書類が当該変更認定申請

に係る申請書に添付されている場合 

ア 変更認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促

進に関する法律第54条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を登録建

築物エネルギー消費性能判定機関等が証する書類が当該変更認定申請

に係る申請書に添付されている場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき 2,450円 (ア) 一戸建ての住宅 １件につき 2,450円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 (イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

ａ 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第１項の認定を受け

た低炭素建築物新築等計画（以下この号において「認定済計画」

という。）に係る建築物の部分について第264号ア(イ)の規定によ

り算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ａ 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第１項の認定を受け

た低炭素建築物新築等計画（以下この号において「認定済計画」

という。）に係る建築物の部分について第264号ア(イ)の規定によ

り算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第264

号ア(イ)の規定により算定した額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第264

号ア(イ)の規定により算定した額 

イ 変更認定申請に係る建築物及び建築物の部分に係る特定設計住宅性

能評価書が当該変更認定申請に係る申請書に添付されている場合 

イ 変更認定申請に係る建築物及び建築物の部分に係る特定設計住宅性

能評価書が当該変更認定申請に係る申請書に添付されている場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき 4,400円 (ア) 一戸建ての住宅 １件につき 4,400円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 (イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第264号イ(イ)の規定に

より算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第264号イ(イ)の規定に

より算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第264

号イ(イ)の規定により算定した額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第264

号イ(イ)の規定により算定した額 

ウ ア又はイ以外の場合 ウ ア又はイ以外の場合 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次

に規定する額 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる一戸建ての住宅の区

分に応じ次に規定する額 

ａ 基準省令第10条第２号イ（１）又はロ（１）に規定する基準が適

用される場合 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定す

る額 

ａ 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円 

（ａ） 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円  

（ｂ） 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円  

ｂ 基準省令第10条第２号イ（２）及びロ（２）の基準が適用される

場合 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額 

ｂ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円 

（ａ） 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 8,500円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ｂ） 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 9,500円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 （イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第264号ウ（イ）の規定

により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第264号ウ（イ）の規定

により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第264

号ウ（イ）の規定により算定した額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第264

号ウ（イ）の規定により算定した額 

(267)～(269) （略） (267)～(269) （略） 

(270) 建築物省エネ法第34条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定の申請（以下この号及び次号において「認定申請」

という。）に対する審査 

(270) 建築物省エネ法第34条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定の申請（以下この号及び次号において「認定申請」

という。）に対する審査 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第35条第１項

各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物エネルギー消費性能判定機

関等が証する書類が認定申請に係る申請書に添付されている場合 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第35条第１項

各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物エネルギー消費性能判定機

関等が証する書類が認定申請に係る申請書に添付されている場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき 4,900円 (ア) 一戸建ての住宅 １件につき 4,900円 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定す

る額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定す

る額 

ａ 住宅部分 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 ａ 住宅部分（建築物省エネ法第11条第１項に規定する住宅部分のう

ち住戸の部分をいう。以下この号及び第274号において同じ。） 
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改正後 改正前 

次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） １戸 4,900円 （ａ） １戸 4,900円 

（ｂ） ２戸以上５戸以下 9,600円 （ｂ） ２戸以上５戸以下 9,600円 

（ｃ） ６戸以上10戸以下 16,000円 （ｃ） ６戸以上10戸以下 16,000円 

（ｄ） 11戸以上25戸以下 27,000円 （ｄ） 11戸以上25戸以下 27,000円 

（ｅ） 26戸以上50戸以下 45,000円 （ｅ） 26戸以上50戸以下 45,000円 

（ｆ） 51戸以上100戸以下 81,000円 （ｆ） 51戸以上100戸以下 81,000円 

（ｇ） 101戸以上200戸以下 130,000円 （ｇ） 101戸以上200戸以下 130,000円 

（ｈ） 201戸以上300戸以下 160,000円 （ｈ） 201戸以上300戸以下 160,000円 

（ｉ） 301戸以上 170,000円 （ｉ） 301戸以上 170,000円 

ｂ 共用部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 ｂ 共用部分（建築物省エネ法第11条第１項に規定する住宅部分のう

ち住戸の部分を除いた部分をいう。以下この号及び第274号におい

て同じ。） 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

9,600円 

（ａ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

9,600円 

（ｂ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 17,000円 

（ｂ） 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 17,000円 

（ｃ） 共用部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 27,000円 

（ｃ） 共用部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 27,000円 

（ｄ） 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 81,000円 

（ｄ） 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 81,000円 

（ｅ） 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 130,000円 

（ｅ） 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 130,000円 

（ｆ） 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 160,000円 

（ｆ） 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 160,000円 

（ｇ） 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも

の 200,000円 

（ｇ） 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも

の 200,000円 

ｃ 非住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 ｃ 非住宅部分（建築物省エネ法第11条第１項に規定する非住宅部分

をいう。以下この号及び第274号において同じ。） 次に掲げる建

築物の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

9,600円 

（ａ） 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

9,600円 

（ｂ） 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000

平方メートル未満のもの 17,000円 

（ｂ） 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000

平方メートル未満のもの 17,000円 

（ｃ） 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満のもの 27,000円 

（ｃ） 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満のもの 27,000円 

（ｄ） 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満のもの 81,000円 

（ｄ） 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満のもの 81,000円 

（ｅ） 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満のもの 130,000円 

（ｅ） 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満のもの 130,000円 

（ｆ） 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 160,000円 

（ｆ） 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満のもの 160,000円 

（ｇ） 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上の

もの 200,000円 

（ｇ） 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上の

もの 200,000円 

イ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分

に係る特定設計住宅性能評価書が認定申請に係る申請書に添付されてい

る場合 

イ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分

に係る特定設計住宅性能評価書が認定申請に係る申請書に添付されてい

る場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき ア(ア)に規定する額 (ア) 一戸建ての住宅 １件につき ア(ア)に規定する額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定す

る額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定す

る額 

ａ 住宅部分 ア(イ)ａに掲げる住戸の総数の区分に応じア(イ)ａ

に規定する額 

ａ 住宅部分 ア(イ)ａに掲げる住戸の総数の区分に応じア(イ)ａ

に規定する額 

ｂ 共用部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 ｂ 共用部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 基準省令第13条第３項第１号に規定する共用部分の誘導設

計一次エネルギー消費量が計算されている場合 次に掲げる建築

物の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 基準省令第４条第３項第１号に規定する共用部分の設計一

次エネルギー消費量が計算されている場合 次に掲げる建築物の

区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

110,000円 

ⅰ 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

110,000円 

ⅱ 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メ

ートル未満のもの 140,000円 

ⅱ 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メ

ートル未満のもの 140,000円 

ⅲ 共用部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 180,000円 

ⅲ 共用部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 180,000円 

ⅳ 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 280,000円 

ⅳ 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 280,000円 

ⅴ 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平 ⅴ 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平
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方メートル未満のもの 360,000円 方メートル未満のもの 360,000円 

ⅵ 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 430,000円 

ⅵ 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 430,000円 

ⅶ 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 

500,000円 

ⅶ 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 

500,000円 

（ｂ） （ａ）以外の場合 ア(イ)ｂに掲げる建築物の区分に応

じア(イ)ｂに規定する額 

（ｂ） （ａ）以外の場合 ア(イ)ｂに掲げる建築物の区分に応

じア(イ)ｂに規定する額 

ｃ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 ｃ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 基準省令第10条第１号ロ(１)に規定する非住宅部分の誘導

設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 次に掲げる建

築物の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 基準省令第１条第１項第１号イに規定する非住宅部分の設

計一次エネルギー消費量が計算されている場合 次に掲げる建築

物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

230,000円 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 

230,000円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 290,000円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 290,000円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 370,000円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 370,000円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 530,000円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 530,000円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 650,000円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 650,000円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 770,000円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 770,000円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 

870,000円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 

870,000円 

（ｂ） （ａ）以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に

規定する額 

（ｂ） （ａ）以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に

規定する額 

ウ ア又はイ以外の場合 ウ ア又はイ以外の場合 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次

に規定する額 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する

額 

ａ 基準省令第10条第２号イ（１）又はロ（１）に規定する基準が適

用される場合 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画

に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額 

ａ 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円 

（ａ） 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円  

（ｂ） 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円  

ｂ 基準省令第10条第２号イ（２）及びロ（２）の基準が適用される

場合 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一

戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額 

ｂ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円 

（ａ） 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ｂ） 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定す

る額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定す

る額 

ａ 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 ａ 住宅部分 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 基準省令第10条第２号イ（１）又はロ（１）に規定する基

準が適用される場合 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規

定する額  

（ａ） １戸 34,000円 

ⅰ １戸 34,000円  

ⅱ ２戸以上５戸以下 69,000円  

ⅲ ６戸以上10戸以下 97,000円  

ⅳ 11戸以上25戸以下 140,000円  

ⅴ 26戸以上50戸以下 200,000円  

ⅵ 51戸以上100戸以下 280,000円  

ⅶ 101戸以上200戸以下 380,000円  

ⅷ 201戸以上300戸以下 500,000円  

ⅸ 301戸以上 590,000円  

（ｂ） 基準省令第10条第２号イ（２）及びロ（２）の基準が適用

される場合 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

（ｂ） ２戸以上５戸以下 69,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （ｃ） ６戸以上10戸以下 97,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ （ｄ） 11戸以上25戸以下 140,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ （ｅ） 26戸以上50戸以下 200,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （ｆ） 51戸以上100戸以下 280,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ （ｇ） 101戸以上200戸以下 380,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ （ｈ） 201戸以上300戸以下 500,000円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （ｉ） 301戸以上 590,000円 

ⅰ １戸 17,000円  

ⅱ ２戸以上５戸以下 33,000円  

ⅲ ６戸以上10戸以下 47,000円  

ⅳ 11戸以上25戸以下 68,000円  
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ⅴ 26戸以上50戸以下 102,000円  

ⅵ 51戸以上100戸以下 155,000円  

ⅶ 101戸以上200戸以下 221,000円  

ⅷ 201戸以上300戸以下 285,000円  

ⅸ 301戸以上 325,000円  

ｂ 共用部分 イ(イ)ｂに掲げる場合の区分に応じイ(イ)ｂに規定す

る額 

ｂ 共用部分 イ(イ)ｂに掲げる場合の区分に応じイ(イ)ｂに規定す

る額 

ｃ 非住宅部分 イ(イ)ｃに掲げる場合の区分に応じイ(イ)ｃに規定

する額 

ｃ 非住宅部分 イ(イ)ｃに掲げる場合の区分に応じイ(イ)ｃに規定

する額 

(271) 建築物省エネ法第35条第２項後段の規定に基づく確認申請書の提出

が行われた場合における建築物省エネ法第34条第１項の規定に基づく認

定申請に対する審査 

１件につき 前号の規定により算定した額に第194号に規定する額（確

認申請書に係る建築物の計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあっ

ては、同号に規定する額に第199号に規定する額を加えた額。第273号に

おいて同じ。）又は第199号に規定する額を加えた額 

(271) 建築物省エネ法第35条第２項後段の規定に基づく確認申請書の提出

が行われた場合における建築物省エネ法第34条第１項の規定に基づく認

定申請に対する審査 

１件につき 前号の規定により算定した額に第194号に規定する額（確

認申請書に係る建築物の計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあっ

ては、同号に規定する額に第199号に規定する額を加えた額。第273号に

おいて同じ。）又は第199号に規定する額を加えた額 

(272) 建築物省エネ法第36条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更（工事の着手予定時期又は完了予定時期に係る変更

を除く。）の認定の申請（以下この号及び次号において「変更認定申

請」という。）に対する審査 

(272) 建築物省エネ法第36条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更（工事の着手予定時期又は完了予定時期に係る変更

を除く。）の認定の申請（以下この号及び次号において「変更認定申

請」という。）に対する審査 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第35条第１項

各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物エネルギー消費性能判定機

関等が証する書類が変更認定申請に係る申請書に添付されている場合 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第35条第１項

各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物エネルギー消費性能判定機

関等が証する書類が変更認定申請に係る申請書に添付されている場合 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額 

ａ 建築物省エネ法第35条第１項の認定を受けた建築物エネルギー

消費性能向上計画（以下この号において「認定済計画」とい

う。）に係るもの 2,450円 

ａ 建築物省エネ法第35条第１項の認定を受けた建築物エネルギー

消費性能向上計画（以下この号において「認定済計画」とい

う。）に係るもの 2,450円 

ｂ 認定済計画に新たに追加されたもの 4,900円 ｂ 認定済計画に新たに追加されたもの 4,900円 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 （イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第270号ア（イ）の規定

により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第270号ア（イ）の規定

により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計

画に新たに追加された建築物の部分について第270号ア（イ）の規

定により算定した額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計

画に新たに追加された建築物の部分について第270号ア（イ）の規

定により算定した額 

イ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分

に係る特定設計住宅性能評価書が変更認定申請に係る申請書に添付され

ている場合 

イ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分

に係る特定設計住宅性能評価書が変更認定申請に係る申請書に添付され

ている場合 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 当該建築物エネルギー消費性能

向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じア（ア）に規定する額 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 当該建築物エネルギー消費性能

向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じア（ア）に規定する額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 （イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第270号イ（イ）の規定

により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第270号イ（イ）の規定

により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計

画に新たに追加された建築物の部分について第270号イ（イ）の規

定により算定した額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計

画に新たに追加された建築物の部分について第270号イ（イ）の規

定により算定した額 

ウ ア又はイ以外の場合 ウ ア又はイ以外の場合 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する

額 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する

額 

ａ 認定済計画に係るもの 第270号ウ（ア）に掲げる場合の区分に

応じ同号ウ（ア）に規定する額に２分の１を乗じて得た額 

ａ 認定済計画に係るもの 当該建築物エネルギー消費性能向上計画

に係る一戸建ての住宅の区分に応じ第270号ウ（ア）に規定する額

に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に新たに追加されたもの 第270号ウ（ア）に掲げる

場合の区分に応じ同号ウ（ア）に規定する額 

ｂ 認定済計画に新たに追加されたもの 当該建築物エネルギー消費

性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ第270号ウ（ア）

に規定する額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 （イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第270号ウ（イ）の規定

により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第270号ウ（イ）の規定

により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計画

に新たに追加された建築物の部分について第270号ウ（イ）の規定

により算定した額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計画

に新たに追加された建築物の部分について第270号ウ（イ）の規定

により算定した額 

一の建築物ごとに１件とする。 一の建築物ごとに１件とする。 

(273) （略） (273) （略） 

(274) 建築物省エネ法第41条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能基準（建築物省エネ法第２条第１項第３号に規定する建築物エネル

ギー消費性能基準をいう。以下同じ。）に適合している旨の認定の申請

（以下この号において「認定申請」という。）に対する審査 

(274) 建築物省エネ法第41条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能基準（建築物省エネ法第２条第１項第３号に規定する建築物エネル

ギー消費性能基準をいう。以下同じ。）に適合している旨の認定の申請

（以下この号において「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る建築物（以下この号において「申請建築物」とい

う。）が建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨を登録建築物エ

ア 認定申請に係る建築物（以下この号において「申請建築物」とい

う。）が建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨を登録建築物エ
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改正後 改正前 

ネルギー消費性能判定機関等が証する書類、建築物省エネ法施行規則

第25条第２項に規定する通知書、都市の低炭素化の促進に関する法律

施行規則（平成24年国土交通省令第86号）第43条第２項に規定する通

知書その他市長が別に定める書類が当該認定申請に係る申請書に添付

されている場合 

ネルギー消費性能判定機関等が証する書類、建築物省エネ法施行規則

第25条第２項に規定する通知書、都市の低炭素化の促進に関する法律

施行規則（平成24年国土交通省令第86号）第43条第２項に規定する通

知書その他市長が別に定める書類が当該認定申請に係る申請書に添付

されている場合 

１件につき 当該申請建築物の区分に応じ第270号アに規定する額 １件につき 当該申請建築物の区分に応じ第270号アに規定する額 

イ 申請建築物に係る住宅品質確保法第６条第３項に規定する建設住宅

性能評価書（日本住宅性能表示基準に定める断熱等性能等級及び一次

エネルギー消費量等級に係る評価が行われているものに限る。）が当

該認定申請に係る申請書に添付されている場合 

イ 申請建築物に係る住宅品質確保法第６条第３項に規定する建設住宅

性能評価書（日本住宅性能表示基準に定める断熱等性能等級及び一次

エネルギー消費量等級に係る評価が行われているものに限る。）が当

該認定申請に係る申請書に添付されている場合 

１件につき 当該申請建築物の区分に応じ第270号イに規定する額 １件につき 当該申請建築物の区分に応じ第270号イに規定する額 

ウ ア又はイ以外の場合 ウ ア又はイ以外の場合 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る

一戸建ての場合の区分に応じ次に規定する額 

（ア） 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る

一戸建ての場合の区分に応じ次に規定する額 

ａ 基準省令第１条第１項第２号ロ(１)に規定する住宅部分の設計一

次エネルギー消費量が計算されている場合 第270号ウ（ア）ａに

掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ同号ウ（ア）ａに規定する額 

ａ 基準省令第１条第１項第２号ロ(１)に規定する住宅部分の設計一

次エネルギー消費量が計算されている場合 第270号ウ（ア）に掲

げる一戸建ての住宅の区分に応じ同号ウ（ア）に規定する額 

ｂ ａ以外の場合 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規

定する額 

ｂ ａ以外の場合 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規

定する額 

（ａ） 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円 （ａ） 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円 

（ｂ） 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円 （ｂ） 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該申請建築物

の部分の区分に応じ次に規定する額 

（イ） （ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該申請建築物

の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 ａ 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

（ａ） 基準省令第１条第１項第２号ロ(１)に規定する住宅部分の

設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 第270号ウ

（イ）ａ（ａ）に掲げる住戸の総数の区分に応じ同号ウ（イ）ａ

（ａ）に規定する額 

（ａ） 基準省令第１条第１項第２号ロ(１)に規定する住宅部分の

設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 第270号ウ

（イ）ａに掲げる住戸の総数の区分に応じ同号ウ（イ）ａに規定

する額 

（ｂ） （ａ）以外の場合 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ

次に規定する額 

（ｂ） （ａ）以外の場合 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ

次に規定する額 

ⅰ １戸 17,000円 ⅰ １戸 17,000円 

ⅱ ２戸以上５戸以下 33,000円 ⅱ ２戸以上５戸以下 33,000円 

ⅲ ６戸以上10戸以下 48,000円 ⅲ ６戸以上10戸以下 48,000円 

ⅳ 11戸以上25戸以下 71,000円 ⅳ 11戸以上25戸以下 71,000円 

ⅴ 26戸以上50戸以下 110,000円 ⅴ 26戸以上50戸以下 110,000円 

ⅵ 51戸以上100戸以下 160,000円 ⅵ 51戸以上100戸以下 160,000円 

ⅶ 101戸以上200戸以下 230,000円 ⅶ 101戸以上200戸以下 230,000円 

ⅷ 201戸以上300戸以下 290,000円 ⅷ 201戸以上300戸以下 290,000円 

ⅸ 301戸以上 340,000円 ⅸ 301戸以上 340,000円 

ｂ 共用部分 第270号ウ（イ）ｂに規定する額 ｂ 共用部分 第270号ウ（イ）ｂに規定する額 

ｃ 非住宅部分 第270号ウ（イ）ｃに規定する額 ｃ 非住宅部分 第270号ウ（イ）ｃに規定する額 

(275)～(295) （略） (275)～(295) （略） 
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建築基準法の一部改正 新旧対照表 (改正部分抜粋) 
(令和４年６月１７日法律第６９号) 

 

新 旧 

（居室の採光及び換気） （居室の採光及び換気） 

第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに
類する建築物で政令で定めるものの居室（居住のための居室、学校の
教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるもの
に限る。）には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に
有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、（削除）五分の一
から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合
以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設
ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作
業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限り
でない。 

第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに
類する建築物で政令で定めるものの居室（居住のための居室、学校の
教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるもの
に限る。）には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に
有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七
分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの
間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地
階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又
は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得
ない居室については、この限りでない。 

２〜４ （略） ２〜４ （略） 

（容積率） （容積率） 

第五十二条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」
という。）は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値
以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築
物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定
に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を
有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該
建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商
業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号
に定める数値の一・五倍以下でなければならない。 

第五十二条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」
という。）は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値
以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築
物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定
に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を
有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該
建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商
業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号
に定める数値の一・五倍以下でなければならない。 

 一〜八 （略）    一〜八 （略）   

２ （略） ２ （略） 

３ 第一項（ただし書を除く。）、前項、第七項、第十二項及び第十四
項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九
条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六
十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、
第六十八条の五（第二号イを除く。第六項において同じ。）、第六十
八条の五の二（第二号イを除く。第六項において同じ。）、第六十八
条の五の三第一項（第一号ロを除く。第六項において同じ。）、第六
十八条の五の四（ただし書及び第一号ロを除く。）、第六十八条の五
の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八
十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十
六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容
積率（第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第
一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場
合に限る。第六項において同じ。）の算定の基礎となる延べ面積には、
建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にある
ものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
（以下この項並びに第六項第二号及び第三号において「老人ホーム
等」という。）の用途に供する部分（第六項各号に掲げる建築物の部
分を除く。以下この項において同じ。）の床面積（当該床面積が当該
建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計
の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホー
ム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一）は、算入しない
ものとする。 

３ 第一項（ただし書を除く。）、前項、第七項、第十二項及び第十四
項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九
条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六
十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、
第六十八条の五（第二号イを除く。第六項において同じ。）、第六十
八条の五の二（第二号イを除く。第六項において同じ。）、第六十八
条の五の三第一項（第一号ロを除く。第六項において同じ。）、第六
十八条の五の四（ただし書及び第一号ロを除く。）、第六十八条の五
の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八
十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十
六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容
積率（第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第
一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場
合に限る。第六項において同じ。）の算定の基礎となる延べ面積には、
建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にある
ものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
（以下この項及び第六項において「老人ホーム等」という。）の用途
に供する部分（第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同
住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する
部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積（当該床面積が当
該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合
計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホ
ーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一）は、算入しな
いものとする。 

４〜５ （略） ４〜５ （略） 
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６ 第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第
三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、
第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第
四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第
六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四
（第一号ロを除く。）、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十
八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第
八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十
六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ
面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとす
る。 

 一 政令で定める昇降機の昇降路の部分 
 二 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する

部分 
 三 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築

物の部分（給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置
するためのものであつて、市街地の環境を害するおそれがないもの
として国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。）で、特
定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める
もの 

６ 第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第
三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、
第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第
四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第
六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四
（第一号ロを除く。）、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十
八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第
八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十
六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ
面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは
老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積
は、算入しないものとする。 

７〜１３ （略） ７〜１３ （略） 

１４ 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、
安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率
は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内に
おいて、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 

１４ 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、
安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率
は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内に
おいて、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 

一 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積
の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合にお
けるその敷地内の建築物 

一 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積
の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合にお
けるその敷地内の建築物 

二 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建
築物 

三 建築物のエネルギー消費性能（建築物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律（平成二十七年法律第五十三号）第二条第一項第二
号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第五項第四号におい
て同じ。）の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面
する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得な
いものとして国土交通省令で定めるもの 

二 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建
築物 

(新設) 
 
 
 
 
 
 

１５ （略） １５ （略） 

（建蔽率） （建蔽率） 

第五十三条 建築物の建築面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場
合においては、その建築面積の合計）の敷地面積に対する割合（以下
「建蔽率」という。）は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に
定める数値を超えてはならない。 

第五十三条 建築物の建築面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場
合においては、その建築面積の合計）の敷地面積に対する割合（以下
「建蔽率」という。）は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に
定める数値を超えてはならない。 

 一〜六 （略）    一〜六 （略）   

２〜４ （略） ２〜４ （略） 

５ 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防
火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項
から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、こ
れらの規定による限度を超えるものとすることができる。 

５ 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防
火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項
から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、こ
れらの規定による限度を超えるものとすることができる。 

一 特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保
を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を
指定した場合における、当該壁面線を越えない建築物 

一 特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保
を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を
指定した場合における、当該壁面線を越えない建築物 
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二 特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能
（密集市街地整備法第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。
次号において同じ。）の確保を図るため必要な壁面の位置の制限（道
路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面す
る高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。
同号において同じ。）が定められた場合における、当該壁面の位置
の制限として定められた限度の線を越えない建築物 

二 特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能
（密集市街地整備法第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。
次号において同じ。）の確保を図るため必要な壁面の位置の制限（道
路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面す
る高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。
同号において同じ。）が定められた場合における、当該壁面の位置
の制限として定められた限度の線を越えない建築物 

三 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において防災街区整
備地区計画の区域（特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区
整備計画が定められている区域に限る。）における特定防災機能の
確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合におけ
る、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建
築物 

 四 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する
工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築
物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの 

三 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において防災街区整
備地区計画の区域（特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区
整備計画が定められている区域に限る。）における特定防災機能の
確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合におけ
る、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建
築物 

(新設) 

 
 

６〜９ （略） ６〜９ （略） 

（第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度） （第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度） 

第五十五条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田
園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メー
トルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の
高さの限度を超えてはならない。 

第五十五条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田
園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メー
トルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の
高さの限度を超えてはならない。 

２ （略） 
３ 再生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネルギー源の

うち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められ
るものをいう。第五十八条第二項において同じ。）の利用に資する設
備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築
物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとし
て国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が低層住宅に係る
良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高
さは、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これ
らの規定による限度を超えるものとすることができる。 

２ （略） 
(新設) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 第一項及び第二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物
については、適用しない。 

３ 前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用
しない。 

一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建
築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれが
ないと認めて特定行政庁が許可したもの 

一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建
築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれが
ないと認めて特定行政庁が許可したもの 

二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと
認めて特定行政庁が許可したもの 

二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと
認めて特定行政庁が許可したもの 

５ 第四十四条第二項の規定は、第三項又は前項各号の規定による許可
をする場合について準用する。 

４ 第四十四条第二項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合
に準用する。 

（高度地区） （高度地区） 

第五十八条 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関す
る都市計画において定められた内容に適合するものでなければなら
ない。 

２ 前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高
度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設
置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部
分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土
交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が市街地の環境を害する
おそれがないと認めて許可したものの高さは、同項の規定にかかわら
ず、その許可の範囲内において、当該最高限度を超えるものとするこ

第五十八条 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関す
る都市計画において定められた内容に適合するものでなければなら
ない。 

(新設) 
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とができる。 
３ 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合につ

いて準用する。 

（一の敷地とみなすこと等による制限の緩和） （一の敷地とみなすこと等による制限の緩和） 

第八十六条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のも
のが一団地を形成している場合において、当該一団地（その内に第八
項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該
他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第六項及び第七
項において同じ。）内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様
替（以下この条及び第八十六条の四において「建築等」という。）を
する一又は二以上の構えを成す建築物（二以上の構えを成すものにあ
つては、総合的設計によつて建築等をするものに限る。以下この項及
び第三項において「一又は二以上の建築物」という。）について、国
土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該一又は二以上の
建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め
るときは、当該一又は二以上の建築物に対する第二十三条、第四十三
条、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項若しくは
第二項、第五十四条第一項、第五十五条第二項、第五十六条第一項か
ら第四項まで、第六項若しくは第七項、第五十六条の二第一項から第
三項まで、第五十七条の二、第五十七条の三第一項から第四項まで、
第五十九条第一項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十
条の二第一項、第六十条の二の二第一項、第六十条の三第一項、第六
十一条又は第六十八条の三第一項から第三項までの規定（次項から第
四項までにおいて「特例対象規定」という。）の適用については、当
該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。 

第八十六条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のも
のが一団地を形成している場合において、当該一団地（その内に第八
項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該
他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第六項及び第七
項において同じ。）内に建築される一又は二以上の構えを成す建築物
（二以上の構えを成すものにあつては、総合的設計によつて建築され
るものに限る。以下この項及び第三項において「一又は二以上の建築
物」という。）のうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行
政庁が当該一又は二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及
び衛生上支障がないと認めるものに対する第二十三条、第四十三条、
第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項若しくは第二
項、第五十四条第一項、第五十五条第二項、第五十六条第一項から第
四項まで、第六項若しくは第七項、第五十六条の二第一項から第三項
まで、第五十七条の二、第五十七条の三第一項から第四項まで、第五
十九条第一項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の
二第一項、第六十条の二の二第一項、第六十条の三第一項、第六十一
条又は第六十八条の三第一項から第三項までの規定（次項から第四項
までにおいて「特例対象規定」という。）の適用については、当該一
団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。 

２ 一定の一団の土地の区域（その内に第八項の規定により現に公告さ
れている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含む
ものに限る。以下この項及び第六項において同じ。）内に現に存する
建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要
な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつ
て当該区域内において建築物の建築等をする場合において、国土交通
省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置及び構造が安全
上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該区域内におけ
る各建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の一団
の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。 

２ 一定の一団の土地の区域（その内に第八項の規定により現に公告さ
れている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含む
ものに限る。以下この項及び第六項において同じ。）内に現に存する
建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要
な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつ
て当該区域内に建築物が建築される場合において、国土交通省令で定
めるところにより、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上
及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建
築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の一団の土地
の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。 

３ 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが、政令
で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団
地を形成している場合において、当該一団地（その内に第八項の規定
により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象
区域の全部を含むものに限る。以下この項、第六項、第七項及び次条
第八項において同じ。）内において建築等をする一又は二以上の建築
物ついて、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該
一又は二以上の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその
他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、
かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改
善に資すると認めて許可したときは、当該一又は二以上の建築物に対
する特例対象規定（第五十九条の二第一項を除く。）の適用について、
当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなすととも
に、当該一又は二以上の建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許
可の範囲内において、第五十五条第一項の規定又は当該一団地を一の
敷地とみなして適用する第五十二条第一項から第九項まで、第五十六
条若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものと
することができる。 

３ 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが、政令
で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団
地を形成している場合において、当該一団地（その内に第八項の規定
により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象
区域の全部を含むものに限る。以下この項、第六項、第七項及び次条
第八項において同じ。）内に建築される一又は二以上の建築物のうち、
国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該一又は二以
上の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造に
ついて、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合
的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資す
ると認めて許可したものについては、特例対象規定（第五十九条の二
第一項を除く。）の適用について、当該一団地を当該一又は二以上の
建築物の一の敷地とみなすとともに、当該建築物の各部分の高さ又は
容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定又は
当該一団地を一の敷地とみなして適用する第五十二条第一項から第
九項まで、第五十六条若しくは第五十七条の二第六項の規定による限
度を超えるものとすることができる。 
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４ その面積が政令で定める規模以上である一定の一団の土地の区域
（その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域が
あるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、
第六項及び次条第八項において同じ。）内に現に存する建築物の位置
及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造を前提として、安全
上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的
見地からした設計によつて当該区域内において建築物の建築等をし、
かつ、当該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国土交
通省令で定めるところにより、特定行政庁が、その建築物の位置及び
建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全
上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされてい
ることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したと
きは、当該区域内における各建築物に対する特例対象規定（第五十九
条の二第一項を除く。）の適用について、当該一定の一団の土地の区
域をこれらの建築物の一の敷地とみなすとともに、当該建築等をする
建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第
五十五条第一項の規定又は当該一定の一団の土地の区域を一の敷地
とみなして適用する第五十二条第一項から第九項まで、第五十六条若
しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとする
ことができる。 

４ その面積が政令で定める規模以上である一定の一団の土地の区域
（その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域が
あるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、
第六項及び次条第八項において同じ。）内に現に存する建築物の位置
及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造を前提として、安全
上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的
見地からした設計によつて当該区域内に建築物が建築され、かつ、当
該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国土交通省令で
定めるところにより、特定行政庁が、その建築物の位置及び建蔽率、
容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火
上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることに
より市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該
区域内に存することとなる各建築物に対する特例対象規定（第五十九
条の二第一項を除く。）の適用について、当該一定の一団の土地の区
域をこれらの建築物の一の敷地とみなすとともに、建築される建築物
の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五
条第一項の規定又は当該一定の一団の土地の区域を一の敷地とみな
して適用する第五十二条第一項から第九項まで、第五十六条若しくは
第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることが
できる。 

５ （略） ５ （略） 

６ 第一項から第四項までの規定による認定又は許可を申請する者は、
国土交通省令で定めるところにより、対象区域（第一項若しくは第三
項の一団地又は第二項若しくは第四項の一定の一団の土地の区域を
いう。以下同じ。）内の建築物の位置及び構造に関する計画を策定し
て提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にある土地につ
いて所有権又は借地権を有する者があるときは、当該計画について、
あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。 

６ 第一項から第四項までの規定による認定又は許可を申請しようと
する者は、国土交通省令で定めるところにより、対象区域（第一項若
しくは第三項の一団地又は第二項若しくは第四項の一定の一団の土
地の区域をいう。以下同じ。）内の建築物の位置及び構造に関する計
画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にあ
る土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、当該計画
について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。 

７ 第一項又は第三項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区
計画等（集落地区計画を除く。）の区域内の建築物については、一団
地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築等を工区
を分けて行うことができる。 

７ 第一項又は第三項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区
計画等（集落地区計画を除く。）の区域内の建築物については、一団
地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築を、工区を
分けて行うことができる。 

一〜二 （略） 一〜二 （略） 

８〜１０ （略） ８〜１０ （略） 

（公告認定対象区域内における（削除）建築物の位置及び構造の認定
等） 

（公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の
位置及び構造の認定等） 

第八十六条の二 公告認定対象区域（前条第一項又は第二項の規定によ
る認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。）内において、同条第
一項又は第二項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建
築物（以下「一敷地内認定建築物」という。）以外の建築物を新築し、
又は一敷地内認定建築物について増築、改築、移転、大規模の修繕若
しくは大規模の模様替（位置又は構造の変更を伴うものに限る。以下
この項から第三項までにおいて「増築等」という。）をしようとする
者は、国土交通省令で定めるところにより、当該新築又は増築等に係
る建築物の位置及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内
認定建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生
上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。 

第八十六条の二 公告認定対象区域（前条第一項又は第二項の規定によ
る認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。）内において、同条第
一項又は第二項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建
築物（以下「一敷地内認定建築物」という。）以外の建築物を建築し
ようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の
位置及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物
の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がな
い旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。 

２ （削除）面積が政令で定める規模以上である公告認定対象区域内に
おいて、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認
定建築物について増築等をしようとする場合（当該区域内に政令で定
める空地を有することとなる場合に限る。）において、国土交通省令
で定めるところにより、特定行政庁が、当該新築又は増築等に係る建

２ 一敷地内認定建築物以外の建築物を、面積が政令で定める規模以上
である公告認定対象区域内に建築しようとする場合（当該区域内に政
令で定める空地を有することとなる場合に限る。）において、国土交
通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該建築物の位置及び
建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、他の一敷地内
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築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、
他の一敷地内認定建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さそ
の他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支
障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した
ときは、当該新築又は増築等に係る建築物の各部分の高さ又は容積率
を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定又は当該公
告認定対象区域を一の敷地とみなして適用される第五十二条第一項
から第九項まで、第五十六条若しくは第五十七条の二第六項の規定に
よる限度を超えるものとすることができる。この場合において、前項
の規定は、適用しない。 

認定建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造と
の関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、か
つ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該
建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第
五十五条第一項の規定又は当該公告認定対象区域を一の敷地とみな
して適用される第五十二条第一項から第九項まで、第五十六条若しく
は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすること
ができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。 

３ 公告許可対象区域（前条第三項又は第四項の規定による許可に係る
公告対象区域をいう。以下同じ。）内において、同条第三項又は第四
項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物（以下「一
敷地内許可建築物」という。）以外の建築物を新築し、又は一敷地内
許可建築物について増築等をしようとする者は、国土交通省令で定め
るところにより、特定行政庁の許可を受けなければならない。この場
合において、特定行政庁は、当該新築又は増築等に係る建築物が、そ
の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、他
の一敷地内許可建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその
他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障
がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認め
るとともに、当該区域内に同条第三項又は第四項の政令で定める空地
を維持することとなると認める場合に限り、許可するものとする。 

３ 公告許可対象区域（前条第三項又は第四項の規定による許可に係る
公告対象区域をいう。以下同じ。）内において、同条第三項又は第四
項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物（以下「一
敷地内許可建築物」という。）以外の建築物を建築しようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁の許可を受けなけれ
ばならない。この場合において、特定行政庁は、当該建築物が、その
位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、他の
一敷地内許可建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他
の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が
なく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認める
とともに、当該区域内に同条第三項又は第四項の政令で定める空地を
維持することとなると認める場合に限り、許可するものとする。 

４ 第二項の規定による許可を申請する者は、その者以外に公告認定対
象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者があると
きは、建築物に関する計画について、あらかじめ、これらの者の同意
を得なければならない。 

４ 第二項の規定による許可を申請しようとする者は、その者以外に公
告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者
があるときは、建築物に関する計画について、あらかじめ、これらの
者の同意を得なければならない。 

５〜１２ （略） ５〜１２ （略） 

（一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対
する制限の特例） 

（一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対
する制限の特例） 

第八十六条の四 次の各号のいずれかに該当する建築物について第二
十七条第二項若しくは第三項又は第六十七条第一項の規定を適用す
る場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号
ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。 

第八十六条の四 次の各号のいずれかに該当する建築物について第二
十七条第二項若しくは第三項又は第六十七条第一項の規定を適用す
る場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号
ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。 

一 第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可を受け
て建築等をする建築物で、次のいずれかに該当するもの 

一 第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可を受け
て建築する建築物で、次のいずれかに該当するもの 

イ 第二条第九号の二イに該当するもの イ 第二条第九号の二イに該当するもの 

ロ 第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの ロ 第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの 

二 第八十六条第二項又は第四項の規定による認定又は許可を受け
て建築等をする建築物で、前号イ又はロのいずれかに該当するもの
（当該認定又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、
同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。） 

二 第八十六条第二項又は第四項の規定による認定又は許可を受け
て建築する建築物で、前号イ又はロのいずれかに該当するもの（当
該認定又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号
イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。） 

三 第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許
可を受けて建築等をする建築物で、第一号イ又はロのいずれかに該
当するもの（当該認定又は許可に係る公告対象区域内の他の一敷地
内認定建築物又は一敷地内許可建築物が、同号イ又はロのいずれか
に該当するものである場合に限る。） 

三 第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許
可を受けて建築する建築物で、第一号イ又はロのいずれかに該当す
るもの（当該認定又は許可に係る公告対象区域内の他の一敷地内認
定建築物又は一敷地内許可建築物が、同号イ又はロのいずれかに該
当するものである場合に限る。） 

（既存の建築物に対する制限の緩和） （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第八十六条の七 第三条第二項（第八十六条の九第一項において準用す
る場合を含む。以下この条、次条、第八十七条及び第八十七条の二に
おいて同じ。）の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第

第八十六条の七 第三条第二項（第八十六条の九第一項において準用す
る場合を含む。以下この条、次条、第八十七条及び第八十七条の二に
おいて同じ。）の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第
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二十八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る
部分に限る。）、第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十
八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二
項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第
一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、
第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項、
第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、
第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の二の二第一項から第
三項まで、第六十条の三第一項若しくは第二項、第六十一条、第六十
七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項若
しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める
範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下
この条及び次条において「増築等」という。）をする場合（第三条第
二項の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について
当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつて
は、当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適
合する場合に限る。）においては、第三条第三項（第三号及び第四号
に係る部分に限る。以下この条において同じ。）の規定にかかわらず、
これらの規定は、適用しない。 

二十八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る
部分に限る。）、第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十
八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二
項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第
一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、
第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十
九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十
条の二第一項若しくは第二項、第六十条の二の二第一項から第三項ま
で、第六十条の三第一項若しくは第二項、第六十一条、第六十七条第
一項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項若しくは
第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内
において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この条
及び次条において「増築等」という。）をする場合（第三条第二項の
規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について当該政
令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては、当該
増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する
場合に限る。）においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定に
かかわらず、これらの規定は、適用しない。 

２ 第三条第二項の規定により第二十条又は第三十五条（同条の技術的
基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。以下この項及び第八
十七条第四項において同じ。）の規定の適用を受けない建築物であつ
て、第二十条又は第三十五条に規定する基準の適用上一の建築物であ
つても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部
分（以下この項において「独立部分」という。）が二以上あるものに
ついて増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわら
ず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの
規定は、適用しない。 

２ 第三条第二項の規定により第二十条又は第三十五条（同条の技術的
基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。以下この項及び第八
十七条第四項において同じ。）の規定の適用を受けない建築物であつ
て、第二十条又は第三十五条に規定する基準の適用上一の建築物であ
つても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部
分（以下この項において「独立部分」という。）が二以上あるものに
ついて増築等をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号
の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対
しては、これらの規定は、適用しない。 

３ 第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二（同条各号
に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第二十
九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五条の三又は第
三十六条（防火壁、防火床、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置
及び構造に係る部分を除く。）の規定の適用を受けない建築物につい
て増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわらず、
当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用
しない。 

３ 第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二（同条各号
に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第二十
九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五条の三又は第
三十六条（防火壁、防火床、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置
及び構造に係る部分を除く。）の規定の適用を受けない建築物につい
て増築等をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規
定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これ
らの規定は、適用しない。 

４ 第三条第二項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない
建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合におい
ては、同条第三項の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用
しない。 

４ 第三条第二項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない
建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合におい
ては、同条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法
令の規定は、適用しない。 

（用途の変更に対するこの法律の準用） （用途の変更に対するこの法律の準用） 

第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築
物のいずれかとする場合（当該用途の変更が政令で指定する類似の用
途相互間におけるものである場合を除く。）においては、同条（第三
項、第五項及び第六項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、
第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、
第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項か
ら第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項
中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築
主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。 

第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築
物のいずれかとする場合（当該用途の変更が政令で指定する類似の用
途相互間におけるものである場合を除く。）においては、同条（第三
項、第五項及び第六項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、
第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、
第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項か
ら第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項
中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築
主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。 

２〜３ （略） ２〜３ （略） 

４ 第八十六条の七第二項（第三十五条に係る部分に限る。）及び第八
十六条の七第三項（第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、

４ 第八十六条の七第二項（第三十五条に係る部分に限る。）及び第八
十六条の七第三項（第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、

21



 

 

新 旧 

第三十条、第三十五条の三又は第三十六条（居室の採光面積に係る部
分に限る。以下この項において同じ。）に係る部分に限る。）の規定
は、第三条第二項の規定により第二十八条第一項若しくは第三項、第
二十九条、第三十条、第三十五条、第三十五条の三又は第三十六条の
規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用す
る。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」
とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項」とあるのは「第八十
七条第三項」と読み替えるものとする。 

第三十条、第三十五条の三又は第三十六条（居室の採光面積に係る部
分に限る。以下この項において同じ。）に係る部分に限る。）の規定
は、第三条第二項の規定により第二十八条第一項若しくは第三項、第
二十九条、第三十条、第三十五条、第三十五条の三又は第三十六条の
規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用す
る。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」
とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項第三号及び第四号」と
あるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。 

第百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処
する。 

第百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処
する。 

一〜五 （略） 一〜五 （略） 

六 第五十八条第一項の規定による制限に違反した場合における当
該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計
図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工
事施工者） 

六 第五十八条の規定による制限に違反した場合における当該建築
物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に
従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工
者） 

七〜十八 （略） 七〜十八 （略） 

２ （略） ２ （略） 
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Ⅰ．建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導
すべき基準 
住宅以外の用途のみに供する建築物（以下「非住宅建築物」という。）
の建築主等は第１に、住宅の建築主等は第２に、住宅の用途及び住宅以
外の用途に供する建築物（以下「複合建築物」という。）の建築主等は
第３に、それぞれ適合する措置を講ずるものとする。 
第１ 非住宅建築物に係る判断の基準 
非住宅建築物の建築主等は、次の１及び２に適合する措置を講ずるもの
とする。 
１ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 
１―１ 非住宅建築物の建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、非住宅
建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るものとする。 
（１） 外壁の方位、室の配置等に配慮して非住宅建築物の配置計画及
び平面計画を策定すること。 
（２） 外壁、屋根、床、窓等の開口部を断熱性の高いものとすること。 
（３） 窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用等により日射に
よる熱負荷の低減を図ること。 
１―２ 非住宅建築物（別表第１（８）項に掲げる用途に供するものを
除く。１―３において同じ。）の外壁、窓等に関して１―１に掲げる事
項に係る措置が的確に講じられているかどうかについての判断は、１―
３によるものとする。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、非
住宅建築物が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関し、１―３に定
める方法による計算による場合とおおむね同等以上の性能を有するこ
とを確かめることができる計算による場合においては、この限りでな
い。 
１―３ 非住宅建築物の屋内周囲空間（各階の外気に接する壁の中心線
から水平距離が５メートル以内の屋内の空間、屋根の直下の階の屋内の
空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下同じ。）の年
間熱負荷を各階の屋内周囲空間の床面積の合計（単位 平方メートル）
で除して得た数値は、別表第１の用途及び地域区分ごとに掲げる数値
（単位 １平方メートル１年につきメガジュール）以下とするものとす
る。この場合において、屋内周囲空間の年間熱負荷は、次の（１）に定
めるところによるものとする。また、別表第１の用途のうち複数の用途
を含む建築物の取扱いについては、次の（２）に定めるところによるも
のとする。 
（１） 屋内周囲空間の年間熱負荷は、１年間（室用途ごとに使用時間
が設定されている場合には、その時間に限る。以下同じ。）における次
のイからニまでに掲げる熱による暖房負荷及び冷房負荷を合計したも
の（単位 メガジュール）とすること。 
イ 外気と屋内周囲空間との温度差（暖房期については２２度と外気の
温度との差とし、中間期については２４度と外気の温度との差とし、冷
房期については２６度と外気の温度との差とする。 
ロ 外壁、窓等からの日射熱 
ハ 屋内周囲空間で発生する熱 
ニ 取入外気と屋内周囲空間との温湿度の差（暖房期については２２度
４０パーセントと外気の温湿度との差、中間期については２４度５０パ
ーセントと外気の温湿度との差、冷房期については２６度５０パーセン
トと外気の温湿度との差）及び取入外気量に基づく取入外気の熱 
（２） 別表第１の用途のうち複数の用途を含む建築物については、各
用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床
面積の合計（単位 平方メートル）で除して得た数値は、用途及び地域
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区分ごとに別表第１の各項に掲げる数値（単位 １平方メートル１年に
つきメガジュール）をそれぞれの屋内周囲空間の床面積で加重平均した
数値以下とするものとする。 
２ 一次エネルギー消費量に関する基準 
２―１ 非住宅建築物の建築主等は、都市の低炭素化の促進に関する法
律（以下「法」という。）第５３条第１項の規定による認定の申請をし
ようとする非住宅建築物（以下「認定申請非住宅建築物」という。）の
設計一次エネルギー消費量（２―３に定める方法により算出した数値を
いう。）が、当該認定申請非住宅建築物の基準一次エネルギー消費量（２
―２に定める方法により算出した数値をいう。）を上回らないようにす
るものとする。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、２―２及
び２―３に定める方法による計算と同等以上に当該認定申請非住宅建
築物がエネルギーの使用上効率的であることを確かめることができる
計算による場合においては、この限りでない。 
２―２ 基準一次エネルギー消費量の算定方法 
非住宅建築物の基準一次エネルギー消費量ＥＳＴ（単位 １年につきギ
ガジュール）は、次の式により算出するものとし、小数点第二位を切り
上げた数値とする。 
ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×０．９
＋ＥＭ｝×１０−３ 
この式において、ＥＳＡＣ、ＥＳＶ、ＥＳＬ、ＥＳＷ、ＥＳＥＶ及びＥ
Ｍは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ＥＳＡＣ ：空気調和設備の基準一次エネルギー消費量（単
位 １年につきメガジュール）  
 ＥＳＶ ：空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギ
ー消費量（単位 １年につきメガジュール）  
 ＥＳＬ ：照明設備の基準一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＳＷ ：給湯設備の基準一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＳＥＶ ：昇降機の基準一次エネルギー消費量（単位 １
年につきメガジュール）  
 ＥＭ ：その他一次エネルギー消費量（単位 １年につきメガ
ジュール）  
（１） ＥＳＡＣは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、αＳＡＣ，ｉ、Ａｉ及びｎは、それぞれ次の数値を表
すものとする。 
 αＳＡＣ，ｉ ：室ｉの室用途及び地域区分ごとに別表第３に掲
げる空気調和設備に係る係数（単位 １平方メートル１年につきメガジ
ュール）  
 Ａｉ ：室ｉの床面積の合計（単位 平方メートル）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における空気調和対象室の数  
（２） ＥＳＶは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、αＳＶ，ｉ、Ａｉ及びｎは、それぞれ次の数値を表す
ものとする。 
 αＳＶ，ｉ ：室ｉの室用途ごとに別表第３に掲げる機械換気
設備に係る係数（単位 １平方メートル１年につきメガジュール）
  
 Ａｉ ：室ｉの床面積の合計（単位 平方メートル）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における機械換気対象室の数  
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（３） ＥＳＬは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、αＳＬ，ｉ、Ａｉ及びｎは、それぞれ次の数値を表す
ものとする。 
 αＳＬ，ｉ ：室ｉの室用途ごとに別表第３に掲げる照明設備
に係る係数（単位 １平方メートル１年につきメガジュール）  
 Ａｉ ：室ｉの床面積の合計（単位 平方メートル）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における照明対象室の数  
（４） ＥＳＷは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、αＳＷ，ｉ、Ａｉ及びｎは、それぞれ次の数値を表す
ものとする。 
 αＳＷ，ｉ ：室ｉの室用途及び地域区分ごとに別表第３に掲
げる給湯設備に係る係数（単位 １平方メートル１年につきメガジュー
ル）  
 Ａｉ ：室ｉの床面積の合計（単位 平方メートル）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における給湯対象室の数  
（５） ＥＳＥＶは、次の式により算出するものとする。 

 
この式において、ＬＳＥＶ，ｉ、ＶＳＥＶ，ｉ、ＣＳＥＶ、ＴＳＥＶ，
ｉ、ＭＳＥＶ，ｉ、ＮＳＥＶ，ｉ及びｎは、それぞれ次の数値を表すも
のとする。 
 ＬＳＥＶ，ｉ ：昇降機系統ｉの積載質量（単位 キログラム）
  
 ＶＳＥＶ，ｉ ：昇降機系統ｉの定格速度（単位 １分につきメ
ートル）  
 ＣＳＥＶ ：基準設定速度制御係数（１／４０）  
 ＴＳＥＶ，ｉ ：昇降機系統ｉの年間運転時間（単位 時間）
  
 ＭＳＥＶ，ｉ ：昇降機系統ｉの輸送能力係数（単位 無次元）
  
 ＮＳＥＶ，ｉ ：昇降機系統ｉに属する昇降機の台数（単位 台）
  
 ｎ ：当該非住宅建築物における昇降機の対象系統数  
（６） ＥＭは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、αＳＭ，ｉ、Ａｉ及びｎは、それぞれ次の数値を表す
ものとする。 
 αＳＭ，ｉ ：室ｉの室用途ごとに別表第３に掲げるその他設
備等に係る係数（単位 １平方メートル１年につきメガジュール）
  
 Ａｉ ：室ｉの床面積の合計（単位 平方メートル）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における対象となる室の数  
２―３ 設計一次エネルギー消費量の算定方法 
非住宅建築物の設計一次エネルギー消費量ＥＴ（単位 １年につきギガ
ジュール）は、次の式により算出するものとする。 
ＥＴ＝（ＥＡＣ＋ＥＶ＋ＥＬ＋ＥＷ＋ＥＥＶ−ＥＳ＋ＥＭ）×１０−３ 
この式において、ＥＡＣ、ＥＶ、ＥＬ、ＥＷ、ＥＥＶ、ＥＳ及びＥＭは、
それぞれ次の数値を表すものとする。 
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 ＥＡＣ ：空気調和設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １
年につきメガジュール）  
 ＥＶ ：空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギ
ー消費量（単位 １年につきメガジュール）  
 ＥＬ ：照明設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＷ ：給湯設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＥＶ ：昇降機の設計一次エネルギー消費量（単位 １年につ
きメガジュール）  
 ＥＳ ：エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は
器具（以下「エネルギー利用効率化設備」という。）による設計一次エ
ネルギー消費量の削減量（単位 １年につきメガジュール）  
 ＥＭ ：２―２に定めるその他一次エネルギー消費量（単位 １
年につきメガジュール）  
（１） ＥＡＣは、次のイからホまでに定める方法によるものとする。 
イ ＥＡＣは、以下の式により算出するものとする。 

 

 
この式において、ＥＡＣ，ＡＨＵ，ｄ，ｉ、ＤＡＨＵ，ｉ、ｎＡＨＵ、
ＥＡＣ，ＰＵＭＰ，ｄ，ｉ、ＤＰＵＭＰ，ｉ、ｎＰＵＭＰ、ＥＡＣ，Ｒ
ＥＦ，ｄ，ｉ、ＤＲＥＦ，ｉ及びｎＲＥＦはそれぞれ次の数値を表すも
のとする。 
 ＥＡＣ，ＡＨＵ，ｄ，ｉ ：日付ｄにおける空気調和機等ｉ
の１日当たりの設計一次エネルギー消費量（単位 １日につきメガジュ
ール）  
 ＤＡＨＵ，ｉ ：空気調和機等ｉの年間稼働日数（単位 日）
  
 ｎＡＨＵ ：当該空気調和設備内の空気調和機等の数（単位 
台）  
 ＥＡＣ，ＰＵＭＰ，ｄ，ｉ ：日付ｄにおけるポンプ等ｉの１
日当たりの設計一次エネルギー消費量（単位 １日につきメガジュー
ル）  
 ＤＰＵＭＰ，ｉ ：ポンプ等ｉの年間稼働日数（単位 日）
  
 ｎＰＵＭＰ ：当該空気調和設備内のポンプ等の数（単位 台）
  
 ＥＡＣ，ＲＥＦ，ｄ，ｉ ：日付ｄにおける熱源機器等ｉの
１日当たりの設計一次エネルギー消費量（単位 １日につきメガジュー
ル）  
 ＤＲＥＦ，ｉ ：熱源機器等ｉの年間稼働日数（単位 日）
  
 ｎＲＥＦ ：当該空気調和設備内の熱源機器等の数（単位 
台）  
ロ ＥＡＣ，ＡＨＵ，ｄ，ｉ及びＥＡＣ，ＰＵＭＰ，ｄ，ｉについては、
各機器が処理する暖冷房負荷を算出し、この負荷の大きさに応じて機器
のエネルギー消費特性が変化することを考慮したうえで、エネルギー消
費量を求めるものとする。 
ハ ＥＡＣ，ＲＥＦ，ｄ，ｉについては、各機器が処理する暖冷房負荷
を算出し、この負荷の大きさ及び気象条件に応じて機器の能力及びエネ
ルギー消費特性が変化することを考慮したうえで、エネルギー消費量を
求めるものとする。 
ニ 暖冷房負荷の算出においては、次の（イ）から（ハ）までに掲げる
事項について勘案するものとする。 
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（イ） 次に掲げる運転時間等については、室用途ごとに定められる標
準的な室の使用条件を用いること。 
（ｉ） 空気調和設備の運転時間及び温度設定 
（ｉｉ） 居住者の在室時間及び在室人数並びに発熱量及び発湿量 
（ｉｉｉ） 照明設備、ＯＡ機器等の使用時間及び発熱量 
（ｉｖ） 外気の取入時間及び取入量 
（ロ） 気象条件については、別表第４に掲げる地域区分ごとに定めら
れる気象情報を用いること。 
（ハ） 暖冷房負荷の算出においては、次に掲げる熱を勘案すること。 
（ｉ） 室温と外気温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱 
（ｉｉ） 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 
（ｉｉｉ） 照明設備、ＯＡ機器、人体その他室内に存する物体から発
生する熱 
（ｉｖ） 取入外気の熱 
ホ エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第６に掲げる値を用
いるものとする。 
（２） ＥＶは、次のイからニまでに定める方法によるものとする。 
イ ＥＶは、次の式により算出するものとする。 

 

 
この式において、ＥＶ，ｉ、ＴＶ，ｄ，ｉ、ＦＶ，ｉ、Ｄｉ、ｎ及びｆ
ｐｒｉｍは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ＥＶ，ｉ ：機械換気設備ｉの消費電力（単位 ワット）
  
 ＴＶ，ｄ，ｉ ：日付ｄにおける機械換気設備ｉの１日当たりの
運転時間（単位 時間）  
 ＦＶ，ｉ ：機械換気設備ｉの制御方法に応じて定められる
係数（単位 無次元）  
 Ｄｉ ：機械換気設備ｉの年間稼働日数（単位 日）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における機械換気設備の数（単位 
台）  
 ｆｐｒｉｍ ：別表第６に掲げる電気の量１キロワット時を熱
量に換算する係数（単位 １キロワット時につきキロジュール）  
ロ 機械換気設備は、次の（イ）から（ハ）までに掲げる機器とする。 
（イ） 給気機 
（ロ） 排気機 
（ハ） その他機械換気設備の種類に応じて必要となる機器 
ハ ＴＶ，ｄ，ｉは、室用途ごとに定められる標準的な室の使用時間を
用いるものとする。 
ニ ＦＶ，ｉは、高効率電動機、インバータ、送風量制御等の採用の有
無を勘案して算出するものとする。 
（３） ＥＬは、次のイからハまでに定める方法によるものとする。 
イ ＥＬは、次の式により算出するものとする。 

 
この式において、ＥＬ，ｉ、ＴＬ，ｄ，ｉ、ＦＬ，ｉ、ＣＬ，ｉ、Ｄｉ、
ｎ及びｆｐｒｉｍは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ＥＬ，ｉ ：照明設備ｉの消費電力（単位 ワット）  
 ＴＬ，ｄ，ｉ ：日付ｄにおける照明設備ｉの１日当たりの運転
時間（単位 時間）  
 ＦＬ，ｉ ：照明設備ｉの制御方法に応じて定められる係数
（単位 無次元）  
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 ＣＬ，ｉ ：照明設備ｉを設置する室の形状に応じて定めら
れる係数（単位 無次元）  
 Ｄｉ ：照明設備ｉの年間稼働日数（単位 日）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における照明設備の数（単位 台）
  
 ｆｐｒｉｍ ：別表第６に掲げる電気の量１キロワット時を熱
量に換算する係数（単位 １キロワット時につきキロジュール）  
ロ ＴＬ，ｄ，ｉは、室用途ごとに定められる室の標準的な使用時間を
用いるものとする。 
ハ ＦＬ，ｉは、在室検知制御、明るさ検知制御、タイムスケジュール
制御等の採用の有無を勘案して算出するものとする。 
（４） ＥＷは、次のイからハまでに定める方法によるものとする。 
イ ＥＷは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、ＱＷ，ｄ，ｉ、ηＷ，ｄ，ｉ、Ｄｉ及びｎは、それぞ
れ次の数値を表すものとする。 
 ＱＷ，ｄ，ｉ ：日付ｄにおける給湯設備ｉの１日当たりの給湯
負荷（単位 １日につきキロジュール）  
 ηＷ，ｄ，ｉ ：日付ｄにおける給湯設備ｉのシステム効率（単
位 無次元）  
 Ｄｉ ：給湯設備ｉの年間稼働日数（単位 日）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における給湯設備の数（単位 台）
  
ロ ＱＷ，ｄ，ｉの算出においては、次の（イ）から（ニ）までに掲げ
る事項を勘案するものとする。 
（イ） 地域ごとに定められる外気温度及び給水温度 
（ロ） 給湯配管からの熱損失量 
（ハ） 室用途ごとに定められる標準的な１日当たりの使用湯量 
（ニ） 節湯器具の使用又は太陽熱利用設備等の予熱設備の有無 
ハ エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第６に掲げる値を用
いるものとする。 
（５） ＥＥＶは、次のイ及びロに定める方法によるものとする。 
イ ＥＥＶは、次の式により算出するものとする。 

 

 
この式において、ＬＥＶ，ｉ、ＶＥＶ，ｉ、ＣＥＶ，ｉ、ＴＥＶ，ｄ，
ｉ、ＮＥＶ，ｉ、Ｄｉ、ｎ及びｆｐｒｉｍは、それぞれ次の数値を表す
ものとする。 
 ＬＥＶ，ｉ ：昇降機系統ｉの積載質量（単位 キログラム）
  
 ＶＥＶ，ｉ ：昇降機系統ｉの定格速度（単位 １分につきメ
ートル）  
 ＣＥＶ，ｉ ：昇降機系統ｉの制御方法に応じて定められる係
数  
 ＴＥＶ，ｄ，ｉ ：日付ｄにおける昇降機系統ｉの１日当
たりの運転時間（単位 時間）  
 ＮＥＶ，ｉ ：昇降機系統ｉに属する昇降機の台数（単位 台）
  
 Ｄｉ ：昇降機系統ｉの年間稼働日数（単位 日）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における昇降機の対象系統数  
 ｆｐｒｉｍ ：別表第６に掲げる電気の量１キロワット時を熱
量に換算する係数（単位 １キロワット時につきキロジュール）  
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ロ ＣＥＶ，ｉについては、当該昇降機の速度制御方法の種類を勘案し
て算出するものとする。 
（６） ＥＳは、次のイからハまでに定める方法によるものとする。 
イ ＥＳは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、ＥＳ，ｄ，ｉ、Ｄｉ及びｎは、それぞれ次の数値を表
すものとする。 
 ＥＳ，ｄ，ｉ ：日付ｄにおけるエネルギー利用効率化設備ｉに
よる１日当たりの一次エネルギー消費量の削減量（単位 １日につきメ
ガジュール時）  
 Ｄｉ ：エネルギー利用効率化設備ｉの年間稼働日数（単位 
日）  
 ｎ ：当該非住宅建築物における算出対象エネルギー利用効
率化設備の数  
ロ ＥＳ，ｄ，ｉは、気象条件並びに設備の性能及び設置状況を勘案し
て算出するものとする。 
ハ エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第６に掲げる値を用
いるものとする。 
（７） ＥＭは、２―２の（６）に定める方法によるものとする。 
第２ 住宅に係る判断の基準 
住宅の建築主等は、次の１及び２に適合する措置を講ずるものとする。 
１ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 
１―１ 住宅の建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、一戸建ての住宅
及び共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅（以下「共同住
宅等」という。）における一の住戸（以下第２において「単位住戸」と
いう。）の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るものとする。 
（１） 外壁の方位、室の配置等に配慮して住宅の配置計画及び平面計
画を策定すること。 
（２） 外壁、屋根、床、窓等の開口部を断熱性の高いものとすること。 
（３） 窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用等により日射に
よる熱負荷の低減を図ること。 
（４） 気密性の確保、防露性能の確保、室内空気汚染の防止等に十分
配慮すること。 
１―２ 単位住戸の外壁、窓等に関して１―１の（１）から（３）まで
に掲げる事項に係る措置が的確に講じられているかどうかについての
判断は１―３によるものとし、１―１の（４）に掲げる事項に係る措置
を講ずるに当たっては１―４から１―７までに留意するものとする。た
だし、１―３にかかわらず、次の（１）から（３）までによる場合にお
いては、この限りでない。 
（１） 特別な調査又は研究の結果に基づき、外壁、窓等を通しての熱
の損失の防止に関し、１―３に定める方法とおおむね同等以上の性能を
有することを確かめることができた場合 
（２） 規格化された型式の住宅であって、外壁、窓等を通しての熱の
損失の防止に関し、１―３に定める方法とおおむね同等以上の性能を有
すると国土交通大臣が認めた場合 
（３） 法第５３条第１項に規定する所管行政庁が地域の気候及び風土
に応じた住まいづくりの観点から適切と認めた場合 
１―３ 外皮平均熱貫流率等の基準 
単位住戸が、（１）に定める地域区分に応じた外皮平均熱貫流率（内外
の温度差１度当たりの総熱損失量（換気による熱損失を除く。）を外皮
等（外気等（外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏等をいう。）
に接する天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合には、屋
根）、壁、床及び開口部、共同住宅における隣接する住戸又は共用部に
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接する部分等をいう。以下同じ。）の面積の合計で除した値をいう。以
下同じ。）の基準及び（２）に定める地域区分に応じた冷房期の平均日
射熱取得率（入射する日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外
皮等面積で平均した値をいう。以下同じ。）の基準に適合するようにす
るものとする。 
（１） 地域区分に応じた外皮平均熱貫流率の基準 
イからハまでに定める方法により算出される外皮平均熱貫流率が、別表
第４に掲げる地域区分に応じ、次の表に掲げる基準値以下であること。 

別表第４に
掲げる地域
区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

基準値（単
位 １平方
メートル１
度につきワ
ット） 

０．４
６ 

０．４
６ 

０．５
６ 

０．７
５ 

０．８
７ 

０．８７ ０．８７ ― 

イ 外皮平均熱貫流率ＵＡ（単位 １平方メートル１度につきワット）
は、次の式により算出するものとする。 

 
この式において、Ａｉ、Ｕｉ、Ｈｉ、ｎ、Ｌｊ、Ψｊ、Ｈｊ、ｍ及びＡ
は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 Ａｉ ：外皮等の第ｉ部位の面積（単位 平方メートル）
  
 Ｕｉ ：外皮等の第ｉ部位の熱貫流率（単位 １平方メートル
１度につきワット）  
 Ｈｉ ：外皮等の第ｉ部位の隣接空間との温度差による貫流熱
量の低減等を勘案した係数（以下イにおいて「温度差係数」という。）
  
 ｎ ：外皮等の部位数  
 Ｌｊ ：第ｊ熱橋等（熱橋（構造部材、下地材、窓枠下材その
他断熱構造を貫通する部分であって、断熱性能が周囲の部分より劣るも
のをいう。）及び土間床等（地盤面をコンクリートその他これに類する
材料で覆ったもの又は床裏が外気に通じないものをいう。）の外周部を
いう。以下（１）において同じ。）の長さ（単位 メートル）  
 Ψｊ ：第ｊ熱橋等の線熱貫流率（単位 １メートル１度につ
きワット）  
 Ｈｊ ：第ｊ熱橋等の温度差係数  
 ｍ ：熱橋等の数  
 Ａ ：外皮等面積の合計（単位 平方メートル）  
ロ Ｕｉは、当該部位を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及
び厚さ等を勘案した数値とする。 
ハ Ψｊは、当該熱橋等を熱の貫流する方向に構成している材料の種類
及び厚さ等を勘案して算出した数値とする。 
（２） 地域区分に応じた冷房期の平均日射熱取得率の基準 
イにより算出される冷房期の平均日射熱取得率が、別表第４に掲げる地
域区分に応じ、次の表に掲げる基準値以下であること。 

別表第４に
掲げる地域
区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

基準値 ― ― ― ― ３．０ ２．８ ２．７ ６．７ 

イ 冷房期の平均日射熱取得率ηＡＣは、次の式により算出するものと
する。 
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この式において、Ａｉ、ηｉ、νｉ、ｎ及びＡは、それぞれ次の数値を
表すものとする。 
 Ａｉ ：外皮等の第ｉ部位の面積（単位 平方メートル）
  
 ηｉ ：外皮等の第ｉ部位の日射熱取得率  
 νｉ ：外皮等の第ｉ部位の方位及び別表第４に掲げる地域区
分ごとに次の表に掲げる係数  
 ｎ ：外皮等の部位数  
 Ａ ：外皮等の部位の面積の合計（単位 平方メートル） 

方位 
 

別表第４に掲げる地域区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

上面 １．０ 

北 ０．３
２９ 

０．３
４１ 

０．３
３５ 

０．３
２２ 

０．３
７３ 

０．３
４１ 

０．３
０７ 

０．３
２５ 

北東 ０．４
３０ 

０．４
１２ 

０．３
９０ 

０．４
２６ 

０．４
３７ 

０．４
３１ 

０．４
１５ 

０．４
１４ 

東 ０．５
４５ 

０．５
０３ 

０．４
６８ 

０．５
１８ 

０．５
００ 

０．５
１２ 

０．５
０９ 

０．５
１５ 

南東 ０．５
６０ 

０．５
２７ 

０．４
８７ 

０．５
０８ 

０．５
００ 

０．４
９８ 

０．４
９０ 

０．５
２８ 

南 ０．５
０２ 

０．５
０７ 

０．４
７６ 

０．４
３７ 

０．４
７２ 

０．４
３４ 

０．４
１２ 

０．４
８０ 

南西 ０．５
２６ 

０．５
４８ 

０．５
５０ 

０．４
８１ 

０．５
２０ 

０．４
９１ 

０．４
７９ 

０．５
１７ 

西 ０．５
０８ 

０．５
２９ 

０．５
５３ 

０．４
８１ 

０．５
１８ 

０．５
０４ 

０．４
９５ 

０．５
０５ 

北西 ０．４
１１ 

０．４
２８ 

０．４
４７ 

０．４
０１ 

０．４
４２ 

０．４
２７ 

０．４
０６ 

０．４
１１ 

下面 ０ 

 
１―４ 気密性の確保 
室内に直接侵入する隙間風の防止による暖冷房負荷の削減、断熱材の断
熱効果の補完及び的確な計画換気の実現のため、気密性の確保のための
措置を講じるものとする。 
１―５ 防露性能の確保 
次の（１）及び（２）に留意し、単位住戸の断熱性能及び耐久性能を損
なうおそれのある結露の発生を防止するための措置を講じるものとす
る。 
（１） 表面結露の防止 
１―３の（１）のイに定める外皮平均熱貫流率の基準に適合する場合で
あっても、断熱構造化すべき部位において、表面結露の発生のおそれの
ある著しく断熱構造を欠く部分（開口部を除く。）を設けないこと。 
（２） 内部結露の防止 
断熱材の内部又は断熱材よりも屋外側で外気に開放されていない部分
においては、内部結露の発生を防止するため、水蒸気の侵入及び排出に
ついて考慮し、当該部分に多量の水蒸気が滞留しないよう適切な措置を
講じること。 
１―６ 暖房機器等による室内空気汚染の防止 
単位住戸に燃焼系の暖房機器又は給湯機器を設置する場合にあっては、
室内空気汚染をできる限り防止するための措置を講じるものとする。 
１―７ 防暑のための通気経路の確保 
夏期の防暑上通風が有効である地域における単位住戸について、防犯及
び騒音防止の観点から生活上支障のない範囲で通風経路の確保に努め
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るものとする。 
２ 一次エネルギー消費量に関する基準 
２―１ 住宅の建築主等は、法第５３条第１項の規定による認定の申請
をしようとする単位住戸又は共同住宅等全体（以下「認定申請住宅」と
いう。）の設計一次エネルギー消費量（２―３に定める方法により算出
した数値をいう。）が、当該認定申請住宅の基準一次エネルギー消費量
（２―２に定める方法により算出した数値をいう。）を上回らないよう
にするものとする。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、２―
２及び２―３に定める方法による計算と同等以上に当該認定申請住宅
がエネルギーの使用上効率的であることを確かめることができる計算
による場合においては、この限りでない。 
２―２ 基準一次エネルギー消費量の算定方法 
住宅の基準一次エネルギー消費量は、単位住戸の基準一次エネルギー消
費量については（１）に定める方法、共同住宅等全体の基準一次エネル
ギー消費量については（２）に定める方法によるものとする。 
（１） 単位住戸の基準一次エネルギー消費量ＥＳＴ（単位 １年につ
きギガジュール）は、次の式により算出するものとし、小数点第二位を
切り上げた数値とする（（２）で用いる場合を除く。）。 
ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×０．９＋Ｅ
Ｍ｝×１０−３ 
この式において、ＥＳＨ、ＥＳＣ、ＥＳＶ、ＥＳＬ、ＥＳＷ及びＥＭは、
それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ＥＳＨ ：暖房設備の基準一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＳＣ ：冷房設備の基準一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＳＶ ：機械換気設備の基準一次エネルギー消費量（単位 １
年につきメガジュール）  
 ＥＳＬ ：照明設備の基準一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＳＷ ：給湯設備の基準一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＭ ：その他一次エネルギー消費量（単位 １年につきメガ
ジュール）  
イ ＥＳＨは、次の（イ）から（ヘ）までに定める方法によるものとす
る。 
（イ） ＥＳＨは、単位住戸又は単位住戸の各室の単位時間当たりの標
準的な暖房設備の基準一次エネルギー消費量の暖房期間（１年間のうち
日平均外気温が１５度以下となる全ての期間をいう。以下同じ。）にお
ける合計とし、次の式により算出するものとする。 

 
この式において、ＥＳＨ，ｔ，ｉ、ＱＵＴ，ＳＨ，ｔ，ｒ、αＵＴ，Ｓ
Ｈ，ｒ、ｍ、ｎ及びＲは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ＥＳＨ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの標準的
な暖房設備ｉの基準一次エネルギー消費量（単位 １時間につきメガジ
ュール）  
 ＱＵＴ，ＳＨ，ｔ，ｒ ：室ｒの時刻ｔにおける１時間当
たりの標準的な暖房設備により処理されない暖房負荷（単位 １時間に
つきメガジュール）  
 αＵＴ，ＳＨ，ｒ ：室ｒにおける標準的な暖房設備により
処理されない暖房負荷を一次エネルギー消費量に換算する係数であっ
て別表第４に掲げる地域区分ごとに別表第７に掲げる係数  
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 ｍ ：単位住戸における標準的な暖房設備の数  
 ｎ ：１年間に暖房する時間（単位 時間）  
 Ｒ ：室の数  
（ロ） ＥＳＨ，ｔ，ｉは、標準的な暖房設備ｉの種類及び仕様、単位
住戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な暖房設備により処理される
暖房負荷を勘案して算出するものとし、ＥＳＨ，ｔ，ｉを時刻ｔにおけ
る１時間当たりの標準的な暖房設備ｉの基準一次エネルギー消費係数
を用いて算出する場合においては、次の式により算出するものとする。 
ＥＳＨ，ｔ，ｉ＝ＣＳＨ，ｔ，ｉ×ＱＴ，ＳＨ，ｔ，ｉ 
この式において、ＣＳＨ，ｔ，ｉ及びＱＴ，ＳＨ，ｔ，ｉは、それぞれ
次の数値を表すものとする。 
 ＣＳＨ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの標準的
な暖房設備ｉの基準一次エネルギー消費係数  
 ＱＴ，ＳＨ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの標準的
な暖房設備ｉにより処理される暖房負荷（単位 １時間につきメガジュ
ール）  
（ハ） ＣＳＨ，ｔ，ｉは、標準的な暖房設備の種類及び仕様、単位住
戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な暖房設備ｉにより処理される
暖房負荷を勘案した数値とする。 
（ニ） 標準的な暖房設備により処理されない暖房負荷は、暖房負荷が
標準的な暖房設備による最大出力以上となる場合は暖房負荷から最大
出力を減じた数値とし、暖房負荷が標準的な暖房設備による最大出力を
超えない場合は０とする。 
（ホ） 暖房負荷は、①から④までに掲げる事項を勘案するものとする。 
① 暖房負荷の算出においては、住宅の種別及び別表第４に掲げる地域
区分に応じ、外皮平均熱貫流率及び暖房期の平均日射熱取得率として次
の表に掲げる値を用いることとする。 
   住宅の種別 別表第４に掲げる地域区分  

 
 

住宅の
種別 

 

別表第４に掲げる地域区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

外皮平均熱
貫流率（単位 
１平方メー
トル１度に

つきワット） 
 

一戸建
ての住

宅 

０．
４６ 

０．４
６ 

０．５６ ０．
７５ 

０．８
７ 

０．
８７ 

０．
８７ 

３．
３２ 

共同住
宅等 

０．
４１ 

０．４
１ 

０．４４ ０．
６９ 

０．７
５ 

０．
７５ 

０．
７５ 

１．
７３ 

暖房期の平
均日射熱取

得率 
 

一戸建
ての住

宅 

２．
５ 

２．３ ２．７ ３．
７ 

４．５ ４．
３ 

４．
６ 

― 

共同住
宅等 

１．
５ 

１．３ １．５ １．
８ 

２．１ ２．
０ 

２．
１ 

― 

 
② 暖房負荷の算出においては、次に掲げる事項を勘案すること。 
（ｉ） 標準的な暖房設備の運転時間及び温度設定 
（ｉｉ） 居住者の在室時間及び在室人数並びに発熱量 
（ｉｉｉ） 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及
び換気経路 
（ｉｖ） 家電製品の運転時間及び発熱量 
（ｖ） 調理の時間及び発熱量 
③ 外気温（日平均外気温を含む。ロ（ホ）③において同じ。）につい
ては、別表第４に掲げる地域区分ごとの気象情報を用いること。 
④ 暖房負荷の算出においては、次に掲げる熱を勘案すること。 
（ｉ） 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流す
る熱 
（ｉｉ） 換気又は漏気によって輸送される熱 
（ｉｉｉ） 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 
（ｉｖ） 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱 
（ｖ） 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱 
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（ｖｉ） 調理により発生する熱のうち、暖房負荷削減に寄与する熱 
（ヘ） エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第６に掲げる値
を用いるものとする。 
ロ ＥＳＣは、次の（イ）から（ヘ）までに定める方法によるものとす
る。 
（イ） ＥＳＣは、単位住戸又は単位住戸の各室の単位時間当たりの標
準的な冷房設備の基準一次エネルギー消費量の冷房期間（１年間のうち
日最高外気温が２３度以上となる全ての期間をいう。以下同じ。）にお
ける合計とし、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、ＥＳＣ，ｔ，ｉ、ｍ及びｎは、それぞれ次の数値を表
すものとする。 
 ＥＳＣ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの標準的
な冷房設備ｉの基準一次エネルギー消費量（単位 １時間につきメガジ
ュール）  
 ｍ ：単位住戸における標準的な冷房設備の数  
 ｎ ：１年間に冷房する時間（単位 時間）  
（ロ） ＥＳＣ，ｔ，ｉは、標準的な冷房設備の種類及び仕様、単位住
戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な冷房設備により処理される冷
房負荷を勘案して算出するものとし、ＥＳＣ，ｔ，ｉを時刻ｔにおける
１時間当たりの冷房設備の基準一次エネルギー消費係数を用いて算出
する場合においては、次の式により算出するものとする。 
ＥＳＣ，ｔ，ｉ＝ＣＳＣ，ｔ，ｉ×ＱＴ，ＳＣ，ｔ，ｉ 
この式において、ＣＳＣ，ｔ，ｉ及びＱＴ，ＳＣ，ｔ，ｉは、それぞれ
次の数値を表すものとする。 
 ＣＳＣ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの標準的
な冷房設備ｉの基準一次エネルギー消費係数  
 ＱＴ，ＳＣ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの標準的
な冷房設備ｉにより処理される冷房負荷（単位 １時間につきメガジュ
ール）  
（ハ） ＣＳＣ，ｔ，ｉは、標準的な冷房設備の種類及び仕様、単位住
戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な冷房設備により処理される冷
房負荷を勘案した数値とする。 
（ニ） 標準的な冷房設備により処理される冷房負荷は、次に掲げる処
理顕熱負荷及び処理潜熱負荷の合計とする。 
① 標準的な冷房設備による処理顕熱負荷は、冷房顕熱負荷が標準的な
冷房設備による最大顕熱出力を超えない場合は冷房顕熱負荷とし、冷房
顕熱負荷が標準的な冷房設備による最大顕熱出力以上となる場合は当
該冷房設備による最大顕熱出力とする。 
② 標準的な冷房設備による処理潜熱負荷は、冷房潜熱負荷が標準的な
冷房設備による最大潜熱出力を超えない場合は冷房潜熱負荷とし、冷房
潜熱負荷が標準的な冷房設備による最大潜熱出力以上となる場合は当
該冷房設備による最大潜熱出力とする。 
（ホ） 冷房負荷は、①から④までに掲げる事項を勘案するものとする。 
① 冷房負荷の算出においては、住宅の種別及び別表第４に掲げる地域
区分に応じ、外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率として次

の表に掲げる値を用いることとする。 
 
 

住宅の
種別 

別表第４に掲げる地域区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

外皮平均熱
貫流率（単位 
１平方メー

一戸建
ての住

宅 

０．４
６ 

０．４
６ 

０．
５６ 

０．７
５ 

０．
８７ 

０．
８７ 

０．
８７ 

３．
３２ 
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トル１度に
つきワット） 

 

共同住
宅等 

０．４
１ 

０．４
１ 

０．
４４ 

０．６
９ 

０．
７５ 

０．
７５ 

０．
７５ 

１．
７３ 

冷房期の平
均日射熱取

得率 
 

一戸建
ての住

宅 

１．９ １．９ ２．
０ 

２．７ ３．
０ 

２．
８ 

２．
７ 

６．
７ 

共同住
宅等 

１．１ １．１ １．
１ 

１．４ １．
５ 

１．
４ 

１．
３ 

２．
８ 

 
② 冷房負荷の算出においては、次に掲げる事項を勘案すること。 
（ｉ） 標準的な冷房設備の運転時間及び温湿度設定 
（ｉｉ） 居住者の在室時間及び在室人数並びに発熱量及び発湿量 
（ｉｉｉ） 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及
び換気経路 
（ｉｖ） 家電製品の運転時間及び発熱量 
（ｖ） 調理の時間並びに発熱量及び発湿量 
③ 外気温については、別表第４に掲げる地域区分ごとに定められる気
象情報を用いること。 
④ 冷房負荷の算出においては、次の（ｉ）及び（ｉｉ）に掲げる熱を
それぞれ勘案すること。 
（ｉ） 顕熱 
ａ 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱 
ｂ 換気（通風のための措置を含む。（ｉｉ）において同じ。）又は漏
気によって輸送される熱 
ｃ 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 
ｄ 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱 
ｅ 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱 
ｆ 調理により発生する熱のうち、冷房負荷増加に寄与する熱 
（ｉｉ） 潜熱 
ａ 換気又は漏気によって輸送される水蒸気が保有する熱 
ｂ 厨房器具、人体その他室内に存する物体から発生する水蒸気が保有
する熱 
ｃ 床、壁その他湿気容量の大きな部位に蓄えられる水蒸気が保有する
熱 
ｄ 調理により発生する水蒸気が保有する熱のうち、冷房負荷増加に寄
与する水蒸気が保有する熱 
（ヘ） エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第６に掲げる値
を用いるものとする。 
ハ ＥＳＶは、次の式により算出するものとする。 
ＥＳＶ＝αＳＶ×Ａｔｏｔａｌ＋βＳＶ 
この式において、αＳＶ、Ａｔｏｔａｌ及びβＳＶは、それぞれ次の数
値を表すものとする。 
 αＳＶ ：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 
１平方メートル１年につきメガジュール）  
 βＳＶ ：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 
１年につきメガジュール）  
 Ａｔｏｔａｌ ：当該単位住戸の床面積の合計（単位 平方メー
トル）  

係数 
 

床面積の合計の区分 

(い) (ろ) (は) 
 床面積の合計が３

０平方メートル未
満 

床面積の合計が３
０平方メートル以
上かつ１２０平方

メートル未満 

床面積の合計が１
２０平方メートル

以上 

αＳＶ ３３ ３８ ３３ 

βＳＶ １２９ −２１ ５７９ 

 
ニ ＥＳＬは、次の式により算出するものとする。 
ＥＳＬ＝３１×Ａｔｏｔａｌ＋１６９×ＡＭＲ＋３９×ＡＯＲ 
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この式において、Ａｔｏｔａｌ、ＡＭＲ及びＡＯＲは、それぞれ次の数
値を表すものとする。 
 Ａｔｏｔａｌ ：当該単位住戸の床面積の合計（単位 平方メー
トル）  
 ＡＭＲ ：当該単位住戸の主たる居室の床面積の合計（単位 平
方メートル）  
 ＡＯＲ ：当該単位住戸のその他の居室の床面積の合計（単位 平
方メートル）  
ホ ＥＳＷは、次の式により算出するものとする。ただし、浴室その他
浴槽又は身体の清浄を目的とした設備を有する室（以下「浴室等」とい
う。）、台所及び洗面所が無い場合は０とする。 
ＥＳＷ＝αＳＷ×Ａｔｏｔａｌ＋βＳＷ 
この式において、αＳＷ、Ａｔｏｔａｌ及びβＳＷは、それぞれ次の数
値を表すものとする。 
 αＳＷ ：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 
１平方メートル１年につきメガジュール）  
 βＳＷ ：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 
１年につきメガジュール）  
 Ａｔｏｔａｌ ：当該単位住戸の床面積の合計（単位 平方メー
トル）  

  
 別表第４に掲げる地域区分 給湯対象室 係数 床面積の合
計の区分  

別表第
４に掲
げる地
域区分 

 

給湯対象室 
 

係数 
 

床面積の合計の区分 

(い) (ろ) (は) (に) (ほ) 

１ 浴室等が有る場合 αＳＷ ― ２３４ ３０７ １０９ ― 

βＳＷ １１９
４６ 

４９２
６ 

５４６ １８３
６６ 

３１４
４６ 

浴室等が無く、台
所又は洗面所が有

る場合 

αＳＷ ― ３２ ７８ １５ ― 

βＳＷ ４８３
５ 

３８７
５ 

１１１
５ 

６７８
５ 

８５８
５ 

２ 
 

浴室等が有る場合 
 

αＳＷ ― ２２８ ３００ １０７ ― 

βＳＷ １１６
９６ 

４８５
６ 

５３６ １７９
０６ 

３０７
４６ 

浴室等が無く、台
所又は洗面所が有

る場合 

 

αＳＷ ― ３２ ７７ １５ ― 

βＳＷ ４７４
２ 

３７８
２ 

１０８
２ 

６６６
２ 

８４６
２ 

３ 
 

浴室等が有る場合 
 

αＳＷ ― ２１２ ２８０ １００ ― 

βＳＷ １０８
９２ 

４５３
２ 

４５２ １６６
５２ 

２８６
５２ 

浴室等が無く、台
所又は洗面所が有

る場合 

 

αＳＷ ― ３０ ７２ １４ ― 

βＳＷ ４４４
２ 

３５４
２ 

１０２
２ 

６２４
２ 

７９２
２ 

４ 
 

浴室等が有る場合 
 

αＳＷ ― ２０５ ２７２ ９７ ― 

βＳＷ １０５
７５ 

４４２
５ 

４０５ １６１
５５ 

２７７
９５ 

浴室等が無く、台
所又は洗面所が有

る場合 

 

αＳＷ ― ２９ ７０ １３ ― 

βＳＷ ４３２
１ 

３４５
１ 

９９１ ６１２
１ 

７６８
１ 

５ 
 

浴室等が有る場合 
 

αＳＷ ― ２００ ２７６ １０３ ― 

βＳＷ １０４
４０ 

４４４
０ 

−１２
０ 

１５４
５０ 

２７８
１０ 

浴室等が無く、台
所又は洗面所が有

る場合 

 

αＳＷ ― ２９ ７１ １４ ― 

βＳＷ ４１６
５ 

３２９
５ 

７７５ ５９０
５ 

７５８
５ 
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６ 
 

浴室等が有る場合 
 

αＳＷ ― １８１ ２４９ ９３ ― 

βＳＷ ９４０
１ 

３９７
１ 

−１０
９ 

１３９
３１ 

２５０
９１ 

浴室等が無く、台
所又は洗面所が有

る場合 

 

αＳＷ ― ２６ ６４ １２ ― 

βＳＷ ３７５
５ 

２９７
５ 

６９５ ５３７
５ 

６８１
５ 

７ 
 

浴室等が有る場合 
 

αＳＷ ― １６５ ２２７ ８５ ― 

βＳＷ ８４９
９ 

３５４
９ 

−１７
１ 

１２６
０９ 

２２８
０９ 

浴室等が無く、台
所又は洗面所が有

る場合 

 

αＳＷ ― ２３ ５７ １１ ― 

βＳＷ ３４０
２ 

２７１
２ 

６７２ ４８１
２ 

６１３
２ 

８ 
 

浴室等が有る場合 
 

αＳＷ ― １３０ １７８ ６７ ― 

βＳＷ ６６７
２ 

２７７
２ 

−１０
８ 

９８８
２ 

１７９
２２ 

浴室等が無く、台
所又は洗面所が有

る場合 

 

αＳＷ ― １８ ４５ ９ ― 

βＳＷ ２６７
９ 

２１３
９ 

５１９ ３７５
９ 

４８３
９ 

 
ヘ ＥＭは、次の式により算出するものとする。 
ＥＭ＝αＭ×Ａｔｏｔａｌ＋βＭ 
この式において、αＭ、Ａｔｏｔａｌ及びβＭは、それぞれ次の数値を
表すものとする。 
 αＭ ：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 
１平方メートル１年につきメガジュール）  
 βＭ ：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 
１年につきメガジュール）  
 Ａｔｏｔａｌ ：当該単位住戸の床面積の合計（単位 平方メー
トル）  

係数 
 

床面積の合計の区分 

(い) (ろ) (は) (に) (ほ) 
 床面積の合計

が３０平方メ
ートル未満 

床面積の合計
が３０平方メ
ートル以上６
０平方メート

ル未満 

床面積の合計が
６０平方メート
ル以上９０平方
メートル未満 

床面積の合計
が９０平方メ
ートル以上１
２０平方メー

トル未満 

床面積の合
計が１２０
平方メート

ル以上 

αＭ ０ ８７．６３ １６６．７１ ４７．６４ ０ 

βＭ １２１８１．１
３ 

９５５２．２３ ４８０７．４３ １５５２３．
７３ 

２１２４０．
５３ 

 
（２） 共同住宅等全体の基準一次エネルギー消費量ＥＳＴ，ａｌｌ（単
位 １年につきギガジュール）は、次のイ又はロに掲げる式により算出
するものとし、小数点第二位を切り上げた数値とする。 
イ   

 
（２）において、ＥＳＴ，ｉ、Ｅｓａｃ、Ｅｓｖ、Ｅｓｌ、Ｅｓｗ、Ｅ
ｓｅｖ及びｎは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ＥＳＴ，ｉ ：住戸ｉの基準一次エネルギー消費量（単位 １
年につきメガジュール）  
 Ｅｓａｃ ：共用部の空気調和設備の基準一次エネルギー消
費量（単位 １年につきメガジュール）  
 Ｅｓｖ ：共用部の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量（単
位 １年につきメガジュール）  
 Ｅｓｌ ：共用部の照明設備の基準一次エネルギー消費量（単位 
１年につきメガジュール）  
 Ｅｓｗ ：共用部の給湯設備の基準一次エネルギー消費量（単位 
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１年につきメガジュール）  
 Ｅｓｅｖ ：共用部の昇降機の基準一次エネルギー消費量
（単位 １年につきメガジュール）  
 ｎ ：当該共同住宅等全体における単位住戸数  
（イ） Ｅｓａｃは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、αｓａｃ，ｉ、Ａｉ及びｎは、それぞれ次の数値を表
すものとする。 
 αｓａｃ，ｉ ：空気調和対象室ｉの室用途及び別表第４に掲げ
る地域区分ごとに次の表に掲げる係数（次の表に該当する用途がない場
合にあっては別表第３に掲げる係数）（単位 １平方メートル１年につ
きメガジュール）  
 Ａｉ ：空気調和対象室ｉの床面積の合計（単位 平方メート
ル）  
 ｎ ：当該共同住宅等全体における空気調和対象室の数
  
 室用途 別表第４に掲げる地域区分  

室用途 別表第４に掲げる地域区分 
 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

ロビー １１９
８ 

１２１
５ 

１０６
４ 

１０９
３ 

１１４
２ 

１１６
６ 

１１１
４ 

１２２
３ 

管理人
室 

４３１ ４２８ ３６６ ３８６ ３９４ ４４０ ４１８ ５２０ 

集会室 ５７６ ５４９ ４５２ ４５３ ４５１ ４７８ ４７２ ５３８ 

内廊下 ９３７ ９７３ ７０５ ７４５ ８０１ ８２９ ８５８ ７９９ 

 
（ロ） Ｅｓｖは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、αｓｖ，ｉ、Ａｔ，ｉ及びｎは、それぞれ次の数値を
表すものとする。 
 αｓｖ，ｉ ：空気調和対象室を除く機械換気対象室ｉの室用
途ごとに次の表に掲げる係数（次の表に該当する用途がない場合にあっ
ては別表第３に掲げる係数）（単位 １平方メートル１年につきメガジ
ュール）  
 Ａｔ，ｉ ：空気調和対象室を除く機械換気対象室ｉの床面
積の合計（単位 平方メートル）  
 ｎ ：当該共同住宅等全体における次の表の用途の室のうち
空気調和対象室以外の室数  

室用途 αｓｖ，ｉ 

機械室 ７１２ 

電気室 １４２５ 

屋内駐車場 ９９７ 

廃棄物保管場所等 ２１３７ 
 
（ハ） Ｅｓｌは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、αｓｌ，ｉ、Ａｔ，ｉ及びｎは、それぞれ次の数値を
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表すものとする。 
 αｓｌ，ｉ ：照明対象室ｉの室用途ごとに次の表に掲げる係
数（次の表に該当する用途がない場合にあっては別表第３に掲げる係
数）（単位 １平方メートル１年につきメガジュール）  
 Ａｔ，ｉ ：照明対象室ｉの床面積の合計（単位 平方メー
トル）  
 ｎ ：当該共同住宅等全体における照明対象室の数  

室用途 αｓｌ，ｉ 

ロビー １０２６ 

管理人室 ３６９ 

集会室 １１３ 

屋内廊下 ５１３ 

屋外廊下 ２５６ 

機械室 １０ 

電気室 １０ 

屋内駐車場 ３０８ 

廃棄物保管場所等 ３０８ 
 
（ニ） Ｅｓｗは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、αｓｗ，ｉ、Ａｔ，ｉ及びｎは、それぞれ次の数値を
表すものとする。 
 αｓｗ，ｉ ：給湯対象室ｉの室用途及び別表第４に掲げる地
域区分ごとに次の表に掲げる係数（次の表に該当する用途がない場合に
あっては別表第３に掲げる係数）（単位 １平方メートル１年につきメ
ガジュール）  
 Ａｔ，ｉ ：給湯対象室ｉの床面積の合計（単位 平方メー
トル）  
 ｎ ：当該共同住宅等全体における給湯対象室の数  

室用
途 
 

別表第４に掲げる地域区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

管理
人室 

２５ ２４ ２３ ２２ ２１ １９ １７ １４ 

集会
室 

９７ ９５ ８９ ８７ ８３ ７５ ６９ ５６ 

 
（ホ） Ｅｓｅｖは、次の式により算出するものとする。 

 

 
この式において、Ｌｅｖ，ｉ、Ｖｅｖ，ｉ、Ｆｓｔ、Ｔｅｖ，ｉ、Ｍｅ
ｖ，ｉ、Ｎｅｖ，ｉ及びｎは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 Ｌｅｖ，ｉ ：昇降機系統ｉに属する昇降機の積載質量（単位 
キログラム）  
 Ｖｅｖ，ｉ ：昇降機系統ｉに属する昇降機の定格速度（単位 
１分につきメートル）  
 Ｆｓｔ ：基準設定速度制御係数（１／４０）  
 Ｔｅｖ，ｉ ：昇降機系統ｉの昇降機年間運転時間（単位 時
間）  
 Ｍｅｖ，ｉ ：昇降機系統ｉの輸送能力係数（単位 無次元）
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 Ｎｅｖ，ｉ ：昇降機系統ｉに属する昇降機の台数（単位 台）
  
 ｎ ：当該共同住宅等全体における昇降機の対象系統数

  
ロ   
２―３ 設計一次エネルギー消費量の算定方法 
住宅の設計一次エネルギー消費量は、単位住戸の設計一次エネルギー消
費量については（１）に定める方法、共同住宅等全体の設計一次エネル
ギー消費量については（２）に定める方法によるものとする。 
（１） 単位住戸の設計一次エネルギー消費量ＥＴ（単位 １年につき
ギガジュール）は、次の式により算出するものとする。 
ＥＴ＝（ＥＨ＋ＥＣ＋ＥＶ＋ＥＬ＋ＥＷ−ＥＳ＋ＥＭ）×１０−３ 
この式において、ＥＨ、ＥＣ、ＥＶ、ＥＬ、ＥＷ、ＥＳ及びＥＭは、そ
れぞれ次の数値を表すものとする。 
 ＥＨ ：暖房設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＣ ：冷房設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＶ ：機械換気設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １
年につきメガジュール）  
 ＥＬ ：照明設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １年に
つきメガジュール）  
 ＥＷ ：給湯設備（排熱利用設備を含む。以下同じ。）の設計
一次エネルギー消費量（単位 １年につきメガジュール）  
 ＥＳ ：エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー
消費量の削減量（単位 １年につきメガジュール）  
 ＥＭ ：２―２の（１）に定めるその他一次エネルギー消費量
（単位 １年につきメガジュール）  
イ ＥＨは、次の（イ）から（ト）までに定める方法によるものとする。 
（イ） ＥＨは、単位住戸全体又は各室ごとの単位時間当たりの暖房設
備の一次エネルギー消費量の暖房期間における合計とし、次の式により
算出するものとする。 

  
この式において、ＥＨ，ｔ，ｉ、ＱＵＴ，Ｈ，ｔ，ｒ、αＵＴ，Ｈ，ｒ、
ｍ、ｎ及びＲは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ＥＨ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの暖房設備ｉの設
計一次エネルギー消費量（単位 １時間につきメガジュール）  
 ＱＵＴ，Ｈ，ｔ，ｒ ：部屋ｒの時刻ｔにおける１時間当たり
の処理されない暖房負荷（単位 １時間につきメガジュール）  
 αＵＴ，Ｈ，ｒ ：部屋ｒにおける処理されない暖房負荷
を一次エネルギー消費量に換算する係数であって別表第４に掲げる地
域区分ごとに別表第７に掲げる係数  
 ｍ ：当該単位住戸における暖房設備の数  
 ｎ ：１年間に暖房する時間（単位 時間）  
 Ｒ ：部屋の数  
（ロ） ＥＨ，ｔ，ｉは、暖房設備の種類及び仕様、当該単位住戸の床
面積、外気の温湿度、暖房設備により処理される暖房負荷並びに太陽熱
利用設備又は排熱利用設備により供給される熱を勘案して算出するも
のとし、ＥＨ，ｔ，ｉを時刻ｔにおける１時間当たりの暖房設備の設計
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一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、次の式によ
り算出するものとする。 
ＥＨ，ｔ，ｉ＝ＣＨ，ｔ，ｉ×ＱＴ，Ｈ，ｔ，ｉ 
この式において、ＣＨ，ｔ，ｉ及びＱＴ，Ｈ，ｔ，ｉは、それぞれ次の
数値を表すものとする。 
 ＣＨ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの暖房設備ｉの設
計一次エネルギー消費係数  
 ＱＴ，Ｈ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの暖房設
備ｉにより処理される暖房負荷（単位 １時間につきメガジュール）
  
（ハ） ＣＨ，ｔ，ｉは、暖房設備の種類及び仕様、当該単位住戸の床
面積、外気の温湿度並びに暖房設備により処理される暖房負荷を勘案し
た数値とする。 
（ニ） ＱＴ，Ｈ，ｔ，ｉは、太陽熱利用設備又は排熱利用設備により
供給される熱等を減じた数値とすることができるものとする。 
（ホ） 暖房設備により処理されない暖房負荷は、暖房負荷が暖房設備
による最大出力以上となる場合は暖房負荷から最大出力を減じた数値
とし、暖房負荷が暖房設備による最大出力を超えない場合は０とする。 
（ヘ） 暖房負荷は、①から③までに掲げる事項について勘案するもの
とする。 
① 暖房負荷の算出においては、次に掲げる運転時間等を勘案するこ
と。 
（ｉ） 暖房設備の運転時間及び温度設定 
（ｉｉ） 居住者の在室時間、在室人数及び発熱量 
（ｉｉｉ） 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及
び換気経路 
（ｉｖ） 家電製品の運転時間及び発熱量 
（ｖ） 調理の時間及び発熱量 
② 外気温（日平均外気温を含む。）については、別表第４に掲げる地
域区分ごとの気象情報を用いること。 
③ 暖房負荷の算出においては、次に掲げる熱を勘案すること。 
（ｉ） 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流す
る熱 
（ｉｉ） 換気又は漏気によって輸送される熱 
（ｉｉｉ） 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 
（ｉｖ） 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱 
（ｖ） 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱 
（ｖｉ） 調理により発生する熱のうち、暖房負荷削減に寄与する熱 
（ｖｉｉ） 太陽熱利用設備又は排熱利用設備により供給される熱 
（ト） エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第６に掲げる値
を用いるものとする。 
ロ ＥＣは、次の（イ）から（ヘ）までに定める方法によるものとする。 
（イ） ＥＣは、単位住戸全体又は各室ごとの単位時間当たりの冷房設
備の一次エネルギー消費量の冷房期間における合計とし、次の式により
算出するものとする。 

  
この式において、ＥＣ，ｔ，ｉ、ｍ及びｎは、それぞれ次の数値を表す
ものとする。 
 ＥＣ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの冷房設備ｉの設
計一次エネルギー消費量（単位 １時間につきメガジュール）  
 ｍ ：当該単位住戸における冷房設備の数  
 ｎ ：１年間に冷房する時間（単位 時間）  
（ロ） ＥＣ，ｔ，ｉは、冷房設備の種類及び仕様、当該単位住戸の床
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面積、外気の温湿度並びに冷房設備により処理される冷房負荷を勘案し
て算出するものとし、ＥＣ，ｔ，ｉを時刻ｔにおける１時間当たりの冷
房設備の設計一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合において
は、次の式により算出するものとする。 
ＥＣ，ｔ，ｉ＝ＣＣ，ｔ，ｉ×ＱＴ，Ｃ，ｔ，ｉ 
この式において、ＣＣ，ｔ，ｉ及びＱＴ，Ｃ，ｔ，ｉは、それぞれ次の
数値を表すものとする。 
 ＣＣ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの冷房設備ｉの設
計一次エネルギー消費係数  
 ＱＴ，Ｃ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの冷房設
備ｉにより処理される冷房負荷（単位 １時間につきメガジュール）
  
（ハ） ＣＣ，ｔ，ｉは、冷房設備の種類及び仕様、当該単位住戸の床
面積、外気の温湿度並びに冷房設備により処理される冷房負荷を勘案し
た数値とする。 
（ニ） 冷房設備により処理される冷房負荷は、次に掲げる処理顕熱負
荷及び処理潜熱負荷の合計とする。 
① 冷房設備による処理顕熱負荷は、冷房顕熱負荷が冷房設備による最
大顕熱出力を超えない場合は冷房顕熱負荷とし、冷房顕熱負荷が冷房設
備による最大顕熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大顕熱
出力とする。 
② 冷房設備による処理潜熱負荷は、冷房潜熱負荷が冷房設備による最
大潜熱出力を超えない場合は冷房潜熱負荷とし、冷房潜熱負荷が冷房設
備による最大潜熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大潜熱
出力とする。 
（ホ） 冷房負荷は、①から③までに掲げる事項について勘案するもの
とする。 
① 冷房負荷の算出においては、次に掲げる運転時間等を勘案するこ
と。 
（ｉ） 冷房設備の運転時間及び温湿度設定 
（ｉｉ） 居住者の在室時間及び在室人数並びに発熱量及び発湿量 
（ｉｉｉ） 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及
び換気経路 
（ｉｖ） 家電製品の運転時間及び発熱量 
（ｖ） 調理の時間並びに発熱量及び発湿量 
② 外気温（日平均外気温を含む。）については、別表第４に掲げる地
域区分ごとに定められる気象情報を用いること。 
③ 冷房負荷の算出においては、次の（ｉ）及び（ｉｉ）に掲げる熱を
それぞれ勘案すること。 
（ｉ） 顕熱 
ａ 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱 
ｂ 換気（通風のための措置を含む。（ｉｉ）において同じ。）又は漏
気によって輸送される熱 
ｃ 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 
ｄ 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱 
ｅ 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱 
ｆ 調理により発生する熱のうち、冷房負荷削減に寄与する熱 
（ｉｉ） 潜熱 
ａ 換気又は漏気によって輸送される水蒸気が保有する熱 
ｂ 厨房器具、人体その他室内に存する物体から発生する水蒸気が保有
する熱 
ｃ 床、壁その他湿気容量の大きな部位に蓄えられる水蒸気が保有する
熱 
ｄ 調理により発生する水蒸気が保有する熱のうち、冷房負荷削減に寄
与する水蒸気が保有する熱 
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（ヘ） エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第６に掲げる値
を用いるものとする。 
ハ ＥＶは、次の（イ）から（ニ）までに定める方法によるものとする。 
（イ） ＥＶは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、ＥＶＧ，ｔ，ｉ、ＥＶＬ，ｔ，ｉ、ｍ１、ｎ１、ｍ２
及びｎ２は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ＥＶＧ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの全般機
械換気設備ｉの設計一次エネルギー消費量（単位 １時間につきメガジ
ュール）  
 ＥＶＬ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの局所機
械換気設備ｉの設計一次エネルギー消費量（単位 １時間につきメガジ
ュール）  
 ｍ１ ：当該単位住戸における全般機械換気設備の数  
 ｎ１ ：全般機械換気設備ｉの年間稼働時間（通年稼働のもの
にあっては８７６０）（単位 時間）  
 ｍ２ ：当該単位住戸における局所機械換気設備の数  
 ｎ２ ：局所機械換気設備ｉの年間稼働時間（単位 時間）
  
（ロ） ＥＶＧ，ｔ，ｉ及びＥＶＬ，ｔ，ｉは、次の式により算出する
ものとする。 
ＥＶＧ，ｔ，ｉ＝ｆＳＦＰ，ｉ×ＶＲ，ｉ×ｆｐｒｉｍ×１０−６ 
ＥＶＬ，ｔ，ｉ＝ｐｖ，ｉ×ｆｐｒｉｍ×１０−６ 
この式において、ｆＳＦＰ，ｉ、ＶＲ，ｉ、ｆｐｒｉｍ及びｐｖ，ｉは、
それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ｆＳＦＰ，ｉ ：全般機械換気設備ｉの比消費電力（単位 １時
間につき１立方メートル当たりのワット）  
 ＶＲ，ｉ ：全般機械換気設備ｉの参照機械換気量（単位 
１時間につき立方メートル）  
 ｆｐｒｉｍ ：別表第６に掲げる電気の量１キロワット時を熱
量に換算する係数（単位 １キロワット時につきキロジュール）  
 ｐｖ，ｉ ：局所機械換気設備ｉの消費電力（単位 ワット）
  
（ハ） ｆＳＦＰ，ｉは、機械換気設備の種類及び仕様並びに全般機械
換気設備の設計風量を勘案して算出するものとする。 
（ニ） ＶＲ，ｉは、当該単位住戸の床面積の合計に、天井高及び全般
機械換気設備に求められる換気回数を乗じた値に余裕率を勘案し、機械
換気設備の有効換気量率で除して求められる換気量とする。 
ニ ＥＬは、次の（イ）から（ニ）までに定める方法によるものとする。 
（イ） ＥＬは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、ＥＬ，ｔ，ｉ、ｍ及びｎは、それぞれ次の数値を表す
ものとする。 
 ＥＬ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりの照明区画（照明
器具の種類、照明設備の制御方法及び配置、照度の設定、室等の形状並
びに内装仕上げが同一の部分をいう。以下同じ。）ｉに設置される照明
設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １時間につきメガジュール）
  
 ｍ ：当該単位住戸における照明区画の数  
 ｎ ：照明区画ｉにおける年間点灯時間（単位 時間）
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（ロ） ＥＬ，ｔ，ｉは、以下の式により算出するものとする。 
ＥＬ，ｔ，ｉ＝Ｐｉ×Ｃｉ×ｆｐｒｉｍ×１０−６×ｒｉ，ｄ，ｔ 
この式において、Ｐｉ、Ｃｉ、ｆｐｒｉｍ及びｒｉ，ｄ，ｔは、それぞ
れ次の数値を表すものとする。 
 Ｐｉ ：照明区画ｉに設置される照明設備の消費電力の合計値
（単位 ワット）  
 Ｃｉ ：照明区画ｉに設置される照明設備の消費電力の補正値
  
 ｆｐｒｉｍ ：別表第６に掲げる電気の量１キロワット時を熱
量に換算する係数（単位 １キロワット時につきキロジュール）  
 ｒｉ，ｄ，ｔ ：時刻ｔにおける照明区画ｉに設置される照明設
備の使用時間率  
（ハ） Ｐｉは、照明設備の種類及び仕様並びに照明区画ｉの床面積を
勘案して算出するものとする。 
（ニ） Ｃｉは、照明設備の設置状況及び用途、調光、人感センサー並
びに多灯分散照明方式の採用の有無を勘案して算出するものとする。 
ホ ＥＷは、次の（イ）から（ホ）までに定める方法によるものとする。 
（イ） ＥＷは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、ＥＷ，ｄ及びＤは、それぞれ次の数値を表すものとす
る。 
 ＥＷ，ｄ ：日付ｄにおける１日当たりの給湯設備の設計一
次エネルギー消費量（単位 １日につきメガジュール）  
 Ｄ ：給湯設備の年間稼働日数（単位 日）  
（ロ） ＥＷ，ｄは、給湯設備の種類及び仕様、外気温湿度、給水温度
並びに給湯負荷を勘案し、日付ｄにおける１日当たりの給湯設備の設計
一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、以下の式に
より算出するものとする。 
ＥＷ，ｄ＝ＣＷ，ｄ×ＬＷ，ｄ 
この式において、ＣＷ，ｄ及びＬＷ，ｄは、それぞれ次の数値を表すも
のとする。 
 ＣＷ，ｄ ：日付ｄにおける１日当たりの給湯設備の設計一
次エネルギー消費係数  
 ＬＷ，ｄ ：日付ｄにおける１日当たりの給湯負荷（単位 
１日につきメガジュール）  
（ハ） ＣＷ，ｄは給湯設備の種類及び仕様、外気温湿度、給水温度並
びに給湯負荷を勘案した数値とする。 
（ニ） ＬＷ，ｄは、当該単位住戸の床面積、給湯対象室の有無、外気
温湿度、給水温度、節湯器具の仕様及び給湯配管の仕様を勘案するもの
とし、さらに太陽熱利用設備を利用する場合においては太陽熱利用設備
の種類、仕様、直達日射量及び天空放射量を勘案して算出するものとす
る。 
（ホ） エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第６に掲げる値
を用いるものとする。 
ヘ ＥＳは、次の（イ）及び（ロ）に定める方法によるものとする。 
（イ） ＥＳは、次の式により算出するものとする。 

  
この式において、ＥＥ，ｓ，ｔ，ｉ、ｍ、ｎ及びｆｐｒｉｍは、それぞ
れ次の数値を表すものとする。 
 ＥＥ，ｓ，ｔ，ｉ ：時刻ｔにおける１時間当たりのエネル
ギー利用効率化設備ｉによる消費電力量の削減量（単位 １時間につき
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キロワット時）  
 ｍ ：当該単位住戸におけるエネルギー利用効率化設備の数
  
 ｎ ：エネルギー利用効率化設備ｉの年間稼働時間（単位 時
間）  
 ｆｐｒｉｍ ：別表第６に掲げる電気の量１キロワット時を熱
量に換算する係数（単位 １キロワット時につきキロジュール）  
（ロ） ＥＥ，ｓ，ｔ，ｉは、気象条件、設備の性能及び設置状況を勘
案して算出するものとする。 
ト ＥＭは、２―２の（１）のヘに定める方法によるものとする。 
（２） 共同住宅等全体の設計一次エネルギー消費量については、次の
イ又はロに掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれに定めるとおりと
する。 
イ 基準一次エネルギー消費量について２―２（２）イに定める方法に
より算出した共同住宅等 （１）により算出した各単位住戸の設計一次
エネルギー消費量の合計に、第１の２―３により算出した共用部の設計
一次エネルギー消費量を加算した数値 
ロ 基準一次エネルギー消費量について２―２（２）ロに定める方法に
より算出した共同住宅等 （１）により算出した各単位住戸の設計一次
エネルギー消費量を合計した数値 
第３ 複合建築物に係る判断の基準 
複合建築物の建築主等は、次の１及び２に適合する措置を講ずるものと
する。 
１ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 
複合建築物の建築主等は、法第５３条第１項の規定による認定の申請を
しようとする複合建築物全体又は複合建築物における一の住戸（以下第
３において「単位住戸」という。）（以下「認定申請複合建築物」とい
う。）の住宅以外の用途に供する部分については第１の１に、住宅の用
途に供する部分については第２の１に、それぞれ適合する措置を講ずる
ものとする。ただし、複合建築物における住宅以外の用途に供する部分
の床面積の合計が３００平方メートル未満の場合においては、当該部分
について第２の１に適合する措置を講ずるものとすることができるも
のとする。 
２ 一次エネルギー消費量に関する基準 
２―１ 複合建築物の建築主等は、当該認定申請複合建築物の設計一次
エネルギー消費量（２―３に定める方法により算出した数値をいう。）
が、当該認定申請複合建築物の基準一次エネルギー消費量（２―２に定
める方法により算出した数値をいう。）を上回らないようにするものと
する。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、２―２及び２―３
に定める方法による計算と同等以上に当該認定申請複合建築物がエネ
ルギーの使用上効率的であることを確かめることができる計算による
場合においては、この限りでない。 
２―２ 基準一次エネルギー消費量の算定方法 
複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、複合建築物全体については
（１）に定める方法、複合建築物における単位住戸については（２）に
定める方法によるものとする。 
（１） 複合建築物全体の基準一次エネルギー消費量は、イ及びロによ
り求められる値の合計値とする。 
イ 住宅以外の用途に供する部分については、第１の２―２に定める方
法により算出した基準一次エネルギー消費量 
ロ 住宅の用途に供する部分については、当該複合建築物における単位
住戸が一である場合には第２の２―２の（１）に定める方法により算出
した基準一次エネルギー消費量とし、当該複合建築物における単位住戸
が複数ある場合には、第２の２―２の（２）に定める方法により算出し
た基準一次エネルギー消費量とする。 
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（２） 複合建築物における単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、
第２の２―２の（１）に定める方法により算出したものとする。 
２―３ 設計一次エネルギー消費量の算定方法 
複合建築物の設計一次エネルギー消費量は、複合建築物全体については
（１）に定める方法、複合建築物における単位住戸については（２）に
定める方法によるものとする。 
（１） 複合建築物全体の設計一次エネルギー消費量は、イ及びロによ
り求められる値の合計値とする。 
イ 住宅以外の用途に供する部分については、第１の２―３に定める方
法により算出した設計一次エネルギー消費量 
ロ 住宅の用途に供する部分については、当該複合建築物における単位
住戸が一である場合には第２の２―３の（１）に定める方法により算出
した設計一次エネルギー消費量とし、当該複合建築物における単位住戸
が複数ある場合には第２の２―３の（２）に定める方法により算出した
設計一次エネルギー消費量とする。 
（２） 複合建築物における単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、
第２の２―３の（１）に定める方法により算出したものとする。 
Ⅱ．建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準 
建築物の建築主等は、第１又は第２のいずれかに適合する建築物の低炭
素化のための措置を講ずるものとする。ただし、認定申請複合建築物が
複合建築物全体である場合は、住宅の用途に供する部分及び住宅以外の
用途に供する部分について、それぞれ第１又は第２のいずれかに適合す
る措置を講ずるものとする。 
第１ 次の１から８までに掲げる項目のうち、二以上の項目に適合する
ものとする。 
１ 節水に関する取組について、次のいずれかに該当すること。 
（１） 設置する便器の半数以上に節水に資する便器を採用すること。 
（２） 設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を採用すること。 
（３） 定置型の電気食器洗い機を設置すること。ただし、共同住宅等
全体及び複合建築物については、住戸の半数以上に設置すること。 
２ 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置すること。 
３ エネルギー管理に関する取組について、次のいずれかに該当するこ
と。 
（１） ＨＥＭＳ（住宅の所有者が使用する空気調和設備、照明設備等
の電力使用量等の住宅のエネルギー消費量に関する情報について、個別
に計測、蓄積及び表示をすることが可能で、その電力使用を調整するた
めの制御機能を有するホームエネルギー管理システムをいう。）を設置
していること。ただし、共同住宅等全体及び複合建築物については、住
戸の半数以上に設置すること。 
（２） ＢＥＭＳ（空気調和設備、照明設備等の電力使用量等の建築物
のエネルギー消費量に関する情報について、個別に計測、蓄積及び表示
をすることが可能で、その電力使用を調整するための制御機能を有する
ビルエネルギー管理システムをいう。）を設置すること。 
４ 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連系した蓄電
池（床に据え付けるものに限る。）を設置すること。ただし、共同住宅
等全体及び複合建築物については、住戸の半数以上に設置すること。 
５ ヒートアイランド対策に関する取組について、次のいずれかに該当
すること。 
（１） 敷地面積に対する緑地、水面等の面積割合を１０％以上とする
こと。 
（２） 日射反射率の高い舗装材により被覆した面積の敷地面積に対す
る割合を１０％以上とすること。 
（３） 緑化等の対策をした面積の屋根面に対する割合を２０％以上と
すること。 
（４） 緑化対策をした面積の外壁面積に対する割合を１０％以上とす
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ること。 
（５） （１）の割合、（２）の割合、（３）の割合の２分の１及び（４）
の割合の合計を１０％以上とすること。 
６ 日本住宅性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第１３４６号）
に定める劣化対策等級に係る評価が等級３に該当する措置を講ずるこ
と。 
７ 木造住宅又は木造建築物であること。 
８ 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部
分に使用していること。 
第２ 建築物の総合的な環境性能評価に基づき、標準的な建築物と比べ
て低炭素化に資する建築物として、法第５３条第１項に規定する所管行
政庁が認めるものとする。 

Ⅰ．建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導
すべき基準 

 

次の第１から第４までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該
第１から第４までに定める基準に適合すること。 

 

第１ 非住宅部分（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
（平成２７年法律第５３号）第１１条第１項に規定する非住宅部分
をいう。以下同じ。）を有する建築物（以下「非住宅建築物」とい
う。） 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８
年経済産業省・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）
第１０条第１号に規定する基準に適合するものとし、同号ロ（１）
の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ（２）の
一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消
費量並びに同号ロ（１）の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消
費量及び同号ロ（２）の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導
基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第１１条及
び第１２条の規定によること。 

 

第２ 一戸建ての住宅（単位住戸（住宅部分（建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する法律第１１条第１項に規定する住宅部分をい
う。以下同じ。）の一の住戸をいう。）の数が一である住宅をいう。
以下同じ。） 基準省令第１０条第２号に規定する基準に適合する
ものとし、同号ロの住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び
誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第１３
条及び第１４条の規定によること。 

 

第３ 共同住宅等（一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。） 基
準省令第１０条第２号に規定する基準に適合するものとし、同号ロ
の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び誘導基準一次エ
ネルギー消費量の算出については、基準省令第１３条及び第１４条
の規定によること。この場合において、同号ロの住宅部分の誘導設
計一次エネルギー消費量は基準省令第１３条第３項第１号の数値
とし、基準省令第１０条第２号ロの住宅部分の誘導基準一次エネル
ギー消費量は基準省令第１４条第２項第１号の数値とする。 

 

第４ 非住宅部分及び住宅部分を有する建築物（以下「複合建築物」と
いう。） 基準省令第１０条第３号に規定する基準に適合するもの
とし、同号ロ（２）の複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量
及び誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第
１５条及び第１６条の規定によること。この場合において、基準省
令第１０条第２号ロの住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量
は基準省令第１３条第３項第１号の数値とし、基準省令第１０条第
２号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量は基準省令第
１４条第２項第１号の数値とする。 

 

Ⅱ．建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準  
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次の第１又は第２に定める基準のいずれかに適合すること。ただ
し、都市の低炭素化の促進に関する法律（以下「法」という。）第５
３条第１項の規定による認定の申請をしようとする建築物が複合建
築物である場合は、非住宅部分及び住宅部分について、それぞれ第１
又は第２に定める基準のいずれかに適合すること。 

 

第１ 次の１又は２に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該１又は
２に定める基準に適合すること。 

 

１ 非住宅建築物及び共同住宅等 次の（１）及び（２）に適合する
ものであること。 

 

（１） 再生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネル
ギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができ
ると認められるものをいう。）の利用に資する設備（以下第１に
おいて「再生可能エネルギー利用設備」という。）が設けられて
いること。 

 

（２） 次のイからリまでに掲げる項目のうち、いずれかの項目に
適合すること。 

 

イ 節水に関する取組について、次のいずれかに該当すること。  

（イ） 設置する便器の半数以上に節水に資する便器が採用さ
れていること。 

 

（ロ） 設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓が採用さ
れていること。 

 

（ハ） 定置型の電気食器洗い機が設けられていること。ただ
し、共同住宅等及び複合建築物については、住戸の半数以上
に設けられていること。 

 

ロ 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備が設けられてい
ること。 

 

ハ エネルギー管理に関する取組について、次のいずれかに該当
すること。 

 

（イ） ＨＥＭＳ（住宅の所有者が使用する空気調和設備、照
明設備等の電力使用量等の住宅のエネルギー消費量に関す
る情報について、個別に計測、蓄積及び表示をすることが可
能で、その電力使用を調整するための制御機能を有するホー
ムエネルギー管理システムをいう。）が設けられていること。
ただし、共同住宅等及び複合建築物については、住戸の半数
以上に設けられていること。 

 

（ロ） ＢＥＭＳ（空気調和設備、照明設備等の電力使用量等
の建築物のエネルギー消費量に関する情報について、個別に
計測、蓄積及び表示をすることが可能で、その電力使用を調
整するための制御機能を有するビルエネルギー管理システ
ムをいう。）が設けられていること。 

 

ニ 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連系し
た蓄電池（床に据え付けるものに限る。）が設けられているこ
と。ただし、共同住宅等及び複合建築物については、住戸の半
数以上に設けられていること。 

 

ホ ヒートアイランド対策に関する取組について、次のいずれか
に該当すること。 

 

（イ） 敷地面積に対する緑地、水面等の面積割合が１０％以
上であること。 

 

（ロ） 日射反射率の高い舗装材により被覆した面積の敷地面
積に対する割合が１０％以上であること。 
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（ハ） 緑化等の対策をした面積の屋根面に対する割合が２
０％以上であること。 

 

（ニ） 緑化の対策をした面積の外壁面積に対する割合が１
０％以上であること。 

 

（ホ） （イ）の割合、（ロ）の割合、（ハ）の割合の２分の
１及び（ニ）の割合の合計が１０％以上であること。 

 

ヘ 日本住宅性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第１３４
６号）に定める劣化対策等級に係る評価が等級３に該当するこ
と。 

 

ト 木造住宅又は木造建築物であること。  

チ 高炉セメント又はフライアッシュセメントが構造耐力上主
要な部分に使用されていること。 

 

リ Ⅴ２Ｈ充放電設備（建築物から電気自動車若しくはプラグイ
ンハイブリッド自動車（以下第１において「電気自動車等」と
いう。）に電気を供給するための設備又は電気自動車等から建
築物に電気を供給するための設備をいう。）が設けられている
こと。 

 

２ 一戸建ての住宅 次の（１）及び（２）に適合するものであること。  

（１） １（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。  

（２） 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量（イに定める方法に
より算出した数値をいう。）が、低炭素化促進基準一次エネルギー
消費量（ロに定める方法により算出した数値をいう。）を超えない
こと。 

 

イ 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量の算出方法  

法第５３条第１項の規定による認定の申請をしようとする住
宅（以下第１において「認定申請住宅」という。）の低炭素化促
進設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものと
し、小数点第二位を切り上げた数値とする。 

 

ＥＴ＝（ＥＨ＋ＥＣ＋ＥＶ＋ＥＬ＋ＥＷ−ＥＳ−ＥＲ＋ＥＭ）×１０−

３ 
 

この式において、ＥＴ、ＥＨ、ＥＣ、ＥＶ、ＥＬ、ＥＷ、ＥＳ、ＥＲ

及びＥＭは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 

 
ＥＴ ：低炭素化促進設計一次エネルギー消費量（単位 １年

につきギガジュール） 
  

  
 

 
ＥＨ ：基準省令第４条第１項の暖房設備の設計一次エネルギ

ー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＣ ：基準省令第４条第１項の冷房設備の設計一次エネルギ

ー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＶ ：基準省令第４条第１項の機械換気設備の設計一次エネ

ルギー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＬ ：基準省令第４条第１項の照明設備の設計一次エネルギ

ー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＷ ：基準省令第４条第１項の給湯設備の設計一次エネルギ

ー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＳ ：基準省令第１３条第１項のエネルギー利用効率化設備

による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量（単位 
１年につきメガジュール） 

  
  

 

 ＥＲ ：再生可能エネルギー利用設備を用いて得られるエネル      
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ギー量（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省
令における算出方法等に係る事項（平成２８年国土交
通省告示第２６５号）の規定により基準省令第４条第
１項の設計一次エネルギー消費量の算出で勘案した
ものを除く。）（単位 １年につきメガジュール） 

 
ＥＭ ：基準省令第４条第１項のその他一次エネルギー消費量

（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

ロ 低炭素化促進基準一次エネルギー消費量の算出方法  

認定申請住宅の低炭素化促進基準一次エネルギー消費量は、次
の式により算出するものとし、小数点第二位を切り上げた数値と
する。 

 

ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×０．５＋ＥＭ｝
×１０−３ 

 

この式において、ＥＳＴ、ＥＳＨ、ＥＳＣ、ＥＳＶ、ＥＳＬ、ＥＳＷ及
びＥＭは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 

 
ＥＳＴ ：低炭素化促進基準一次エネルギー消費量（単位 １年

につきギガジュール） 
  

  
 

 
ＥＳＨ ：基準省令第５条第１項の暖房設備の基準一次エネルギ

ー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＳＣ ：基準省令第５条第１項の冷房設備の基準一次エネルギ

ー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＳＶ ：基準省令第５条第１項の機械換気設備の基準一次エネ

ルギー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＳＬ ：基準省令第５条第１項の照明設備の基準一次エネルギ

ー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＳＷ ：基準省令第５条第１項の給湯設備の基準一次エネルギ

ー消費量（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

 
ＥＭ ：基準省令第５条第１項のその他一次エネルギー消費量

（単位 １年につきメガジュール） 
  

  
 

第２ 建築物の総合的な環境性能評価に基づき、標準的な建築物と比べ
て低炭素化に資する建築物として、法第５３条第１項に規定する所
管行政庁が認めるものであること。 

 

附 則〔令和四年八月一六日経済産業・国土交通・環境省告示第
一号〕 

 

（施行期日）  

１ この告示は、令和四年十月一日から施行する。  

（経過措置）  

２ 都市の低炭素化の促進に関する法律（以下「法」という。）第五十
三条第一項の認定（法第五十五条第一項の変更の認定を含む。）の申
請であって、この告示の施行の際現に存する建築物（この告示の施行
の日（以下「施行日」という。）以後にする法第五十三条第一項の認
定の申請に係るもの（次項及び第四項において「施行日以後認定申請
建築物」という。）を除く。）に係る認定については、この告示によ
る改正後の建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進そ
の他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の規定にか
かわらず、当分の間、なお従前の例による。 

 

３ この告示の施行の際現に存する施行日以後認定申請建築物の非住
宅部分（当該非住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分が、
建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する
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省令（令和四年経済産業省／国土交通省令第一号。次項において「改
正省令」という。）附則第三項の規定により国土交通大臣が定める基
準に適合するものに限る。）について、建築物エネルギー消費性能基
準等を定める省令（平成二十八年経済産業省／国土交通省令第一号。
以下「基準省令」という。）第十条第一号及び第十二条の規定を適用
する場合においては、当分の間、同号イの規定は適用しないものとし、
同号ロ中「超えないこと」とあるのは「下回ること」と、基準省令第
十二条中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋Ｅ
Ｍ｝×１０−３」とあるのは「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋Ｅ
ＳＥＶ＋ＥＭ）×１０−３」とする。 

４ この告示の施行の際現に存する施行日以後認定申請建築物の住宅
部分（当該住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分が、改正
省令附則第四項の規定により国土交通大臣が定める基準に適合する
ものに限る。）について、基準省令第十条第二号及び第十四条の規定
を適用する場合においては、当分の間、同号イの表一の項及び二の項
中「〇・四〇」とあるのは「〇・四六」と、同表三の項中「〇・五〇」
とあるのは「〇・五六」と、同表四の項中「〇・六〇」とあるのは「〇・
七五」と、同表五の項から七の項までの規定中「〇・六〇」とあるの
は「〇・八七」と、基準省令第十四条第一項中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋
ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×０．８＋ＥＭ｝×１０−３」とあるのは「Ｅ
ＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×０．９＋ＥＭ｝×１０−

３」と、同条第三項中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳ

ＥＶ）×０．８＋ＥＭ｝×１０−３」とあるのは「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳ

Ｖ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×０．９＋ＥＭ｝×１０−３」とする。 

 

５ 施行日前にされた法第五十三条第一項の認定の申請（この告示の施
行の際現に存する建築物に係るものを除く。）であって、この告示の
施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものに
ついての認定の処分については、なお従前の例による。 

 

６ 施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる
法第五十四条第一項の認定を受ける低炭素建築物新築等計画の変更
については、この告示による改正後の建築物に係るエネルギーの使用
の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘
導すべき基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部改正 
新旧対照表 （改正部分抜粋） 

(令和4年11月7日号外経済産業・国土交通・環境省告示第2号) 

 

新 旧 

建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築
物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 

建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために 
誘導すべき基準 

Ⅰ．建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべ
き基準 

Ⅰ．建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築
物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 

次の第１から第４までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該
第１から第４までに定める基準に適合すること。 

次の第１から第４までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該
第１から第４までに定める基準に適合すること。 

第１ （略） 第１ （略） 

第２ 一戸建ての住宅（単位住戸（住宅部分（建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する法律第１１条第１項に規定する住宅部分をい
う。以下同じ。）の一の住戸をいう。）の数が一である住宅をいう。
以下同じ。） 基準省令第１０条第２号に規定する基準に適合する
ものとし、同号ロ（１）の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費
量及び誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令
第１３条及び第１４条の規定によること。 

第２ 一戸建ての住宅（単位住戸（住宅部分（建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する法律第１１条第１項に規定する住宅部分をい
う。以下同じ。）の一の住戸をいう。）の数が一である住宅をいう。
以下同じ。） 基準省令第１０条第２号に規定する基準に適合する
ものとし、同号ロの住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び
誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第１３
条及び第１４条の規定によること。 

第３ 共同住宅等（一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。） 基
準省令第１０条第２号に規定する基準に適合するものとし、同号ロ
（１）の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び誘導基準一
次エネルギー消費量の算出については、基準省令第１３条及び第１
４条の規定によること。この場合において、同号ロ（１）の住宅部
分の誘導設計一次エネルギー消費量は基準省令第１３条第３項第
１号の数値とし、基準省令第１０条第２号ロ（１）の住宅部分の誘
導基準一次エネルギー消費量は基準省令第１４条第２項第１号の
数値とする。また、共同住宅等に共用部分（基準省令第４条第３項
第１号に規定する共用部分をいう。第４において同じ。）がある場
合において、基準省令第１０条第２号ロ（２）の規定を適用すると
きは、同号ロ（２）に規定する基準に適合し、かつ、基準省令第１
３条第３項第１号の共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量が
基準省令第１４条第２項第１号の共用部分の誘導基準一次エネル
ギー消費量を超えないこととする。 

第３ 共同住宅等（一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。） 基
準省令第１０条第２号に規定する基準に適合するものとし、同号ロ
の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び誘導基準一次エ
ネルギー消費量の算出については、基準省令第１３条及び第１４条
の規定によること。この場合において、同号ロの住宅部分の誘導設
計一次エネルギー消費量は基準省令第１３条第３項第１号の数値
とし、基準省令第１０条第２号ロの住宅部分の誘導基準一次エネル
ギー消費量は基準省令第１４条第２項第１号の数値とする。 

第４ 非住宅部分及び住宅部分を有する建築物（以下「複合建築物」と
いう。） 基準省令第１０条第３号に規定する基準に適合するもの
とし、同号ロ（２）の複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量
及び誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第
１５条及び第１６条の規定によること。この場合において、基準省
令第１０条第２号ロ（１）の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消
費量は基準省令第１３条第３項第１号の数値とし、基準省令第１０
条第２号ロ（１）の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量は基
準省令第１４条第２項第１号の数値とする。また、複合建築物に共
用部分がある場合において、基準省令第１０条第２号ロ（２）の規
定を適用するときは、同号ロ（２）に規定する基準に適合し、かつ、
基準省令第１３条第３項第１号の共用部分の誘導設計一次エネル
ギー消費量が基準省令第１４条第２項第１号の共用部分の誘導基
準一次エネルギー消費量を超えないこととする。 

第４ 非住宅部分及び住宅部分を有する建築物（以下「複合建築物」と
いう。） 基準省令第１０条第３号に規定する基準に適合するもの
とし、同号ロ（２）の複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量
及び誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第
１５条及び第１６条の規定によること。この場合において、基準省
令第１０条第２号ロの住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量
は基準省令第１３条第３項第１号の数値とし、基準省令第１０条第
２号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量は基準省令第
１４条第２項第１号の数値とする。 

附 則〔令和四年一一月七日経済産業・国土交通・環境省告示第
二号〕 

 

（施行期日）  

１ この告示は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  
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２ この告示の施行の日（次項において「施行日」という。）前にされ
た都市の低炭素化の促進に関する法律（以下「法」という。）第五十
三条第一項の認定（法第五十五条第一項の変更の認定を含む。次項に
おいて同じ。）の申請であって、この告示の施行の際、まだその認定
をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分に
ついては、なお従前の例による。 

 

３ この告示の施行の際現に法第五十四条第一項の認定を受けている
又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされ
る同条第一項の認定を受ける低炭素建築物新築等計画の変更につい
ては、この告示による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上の
一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基
準の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正 新旧対照表 (改正部分抜粋) 
（令和４年８月１６日号外経済産業・国土交通省令第１号） 

 

新 旧 

目次 目次 

第一章 建築物エネルギー消費性能基準（第一条―第七条） 第一章 建築物エネルギー消費性能基準（第一条―第七条） 

第二章〜第二章の二 （略） 第二章〜第二章の二 （略） 

第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準（第十条―第十六条） 第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準（第十条―第十三条） 

附則 附則 

第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「法」
という。）第二条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定め
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号
に定める基準とする。 

第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「法」
という。）第二条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定め
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号
に定める基準とする。 

一 非住宅部分（法第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以
下同じ。）を有する建築物（複合建築物（非住宅部分及び住宅部分
（同項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。）を有する建築物を
いう。以下同じ。）を除く。第十条第一号において「非住宅建築物」
という。） 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方
法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費
性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでな
い。 

一 非住宅部分（法第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以
下同じ。）を有する建築物（複合建築物（非住宅部分及び住宅部分
（同項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。）を有する建築物を
いう。以下同じ。）を除く。第十条第一号において「非住宅建築物」
という。） 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方
法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費
性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでな
い。 

イ 非住宅部分の設計一次エネルギー消費量（実際の設計仕様の条
件を基に算定した一次エネルギー消費量（一年間に消費するエネ
ルギー（エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和五十四
年法律第四十九号）第二条第一項に規定するエネルギーをいう。
以下同じ。）の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。）あ
って、建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能
基準に適合するかどうかの判定に用いるものをいう。以下同じ。）
が、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量（床面積、設備等の
条件により定まる基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下
同じ。）を超えないこと。 

イ 非住宅部分の設計一次エネルギー消費量（実際の設計仕様の条
件を基に算定した一次エネルギー消費量（一年間に消費するエネ
ルギー（エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和五十四
年法律第四十九号）第二条第一項に規定するエネルギーをいう。
以下同じ。）の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。）を
いう。以下同じ。）が、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量
（床面積、設備等の条件により定まる基準となる一次エネルギー
消費量をいう。以下同じ。）を超えないこと。 

ロ （略） ロ （略） 

二〜三 （略） 二〜三 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（建築物エネルギー消費性能誘導基準） （建築物エネルギー消費性能誘導基準） 

第十条 法第三十五条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定
める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各
号に定める基準とする。 

第十条 法第三十五条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定
める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各
号に定める基準とする。 

一 非住宅建築物 次のイ及びロ（非住宅部分の全部を工場、畜舎、
自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その
他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの（イ（１）
及び別表第二において「工場等」という。）の用途に供する場合に
あっては、ロ）に適合するものであること。ただし、国土交通大臣
がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によ
って非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促
進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめ
られた場合においては、この限りでない。 

一 非住宅建築物 次のイ及びロ（非住宅部分の全部を工場、畜舎、
自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その
他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの（イ（１）
において「工場等」という。）の用途に供する場合にあっては、ロ）
に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消
費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分
が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導
すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合にお
いては、この限りでない。 

イ 次の（１）又は（２）のいずれかに適合すること。 イ 次の（１）又は（２）のいずれかに適合すること。 

（１） 国土交通大臣が定める方法により算出した非住宅部分
（工場等の用途に供する部分を除く。以下（１）及び（２）に

（１） 国土交通大臣が定める方法により算出した非住宅部分
（工場等の用途に供する部分を除く。以下（１）及び（２）に
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おいて同じ。）の屋内周囲空間（各階の外気に接する壁の中心
線から水平距離が五メートル以内の屋内の空間、屋根の直下階
の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。
以下（１）及び（２）において同じ。）の年間熱負荷（一年間
の暖房負荷及び冷房負荷の合計をいう。以下（１）及び（２）
において同じ。）を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値
が、用途及び第一条第一項第二号イ（１）の地域の区分（以下
単に「地域の区分」という。）に応じて別表第一に掲げる数値
以下であること。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する
場合にあっては、当該非住宅部分の各用途の屋内周囲空間の年
間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除
して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表第一に掲げ
る数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した
数値以下であること。 

おいて同じ。）の屋内周囲空間（各階の外気に接する壁の中心
線から水平距離が五メートル以内の屋内の空間、屋根の直下階
の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。
以下（１）及び（２）において同じ。）の年間熱負荷（一年間
の暖房負荷及び冷房負荷の合計をいう。以下（１）及び（２）
において同じ。）を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値
が、用途及び第一条第一項第二号イ（１）の地域の区分（以下
単に「地域の区分」という。）に応じて別表に掲げる数値以下
であること。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合
にあっては、当該非住宅部分の各用途の屋内周囲空間の年間熱
負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して
得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表に掲げる数値を
各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下
であること。 

（２） 非住宅部分の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物（非
住宅部分の形状を単純化した建築物であって、屋内周囲空間の
年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が認
めるものをいう。以下（２）において同じ。）について、国土
交通大臣が定める方法により算出した屋内周囲空間の年間熱
負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び
地域の区分に応じて別表第一に掲げる数値以下であること。た
だし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当
該非住宅部分に係る年間熱負荷モデル建築物の各用途の屋内
周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面
積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別
表第一に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により
加重平均した数値以下であること。 

（２） 非住宅部分の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物（非
住宅部分の形状を単純化した建築物であって、屋内周囲空間の
年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が認
めるものをいう。以下（２）において同じ。）について、国土
交通大臣が定める方法により算出した屋内周囲空間の年間熱
負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び
地域の区分に応じて別表に掲げる数値以下であること。ただ
し、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該
非住宅部分に係る年間熱負荷モデル建築物の各用途の屋内周
囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積
の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表
に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平
均した数値以下であること。 

ロ 次の（１）又は（２）のいずれかに適合すること。 ロ 次の（１）又は（２）のいずれかに適合すること。 

（１） 非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量（実際の設
計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量であって、
建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘
導基準に適合するかどうかの審査に用いるものをいう。以下同
じ。）が、非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（床面
積、設備等の条件により定まる建築物エネルギー消費性能誘導
基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。）を超え
ないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合に
あっては、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した誘導
設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、各用途に供する
当該非住宅部分ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費
量を合計した数値を超えないこと。 

（１） 第一条第一項第一号イの非住宅部分の設計一次エネルギ
ー消費量が、非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（床
面積、設備等の条件により定まる建築物エネルギー消費性能誘
導基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。）を超
えないこと。 

（２） 非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量
モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量が、当該一次エ
ネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費
量を超えないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供す
る場合にあっては、当該非住宅部分の各用途と同一の用途の一
次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導設計一
次エネルギー消費量を合計した数値が、当該非住宅部分の各用
途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに
算出した誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超
えないこと。 

（２） 第一条第一項第一号ロの一次エネルギー消費量モデル建
築物の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費
量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えない
こと。 

二 住宅 次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交
通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方
法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層

二 住宅 次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交
通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方
法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層
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の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確
かめられた場合においては、この限りでない。 

の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確
かめられた場合においては、この限りでない。 

イ 第一条第一項第二号イ（１）（ｉ）に規定する国土交通大臣が
定める方法により算出した単位住戸の外皮平均熱貫流率及び冷
房期の平均日射熱取得率が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に
応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であるこ
と。 

イ 住宅部分が第一条第一項第二号イ(1)に適合すること。 

 

地域の区
分 

外皮平均熱貫流率
（単位 一平方メ
ートル一度につき
ワット） 

冷房期の平均日射熱取得率 

  

   

 

 一 〇・四〇 ―       

 二 〇・四〇 ―       

 三 〇・五〇 ―       

 四 〇・六〇 ―       

 五 〇・六〇 三・〇       

 六 〇・六〇 二・八       

 七 〇・六〇 二・七       

 八 ― 六・七       

ロ 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の誘導
基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 

ロ 第一条第一項第二号ロ（１）の住宅部分の設計一次エネルギー
消費量が、住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量を超えない
こと。 

三 複合建築物 次のイ又はロのいずれかに適合するものであるこ
と。 

三 複合建築物 次のイ又はロのいずれかに適合するものであるこ
と。 

イ 非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が
前号に定める基準に適合すること。 

イ 非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が
前号に定める基準に適合すること。 

ロ 次の（１）から（３）までに適合すること。 ロ 次の（１）から（３）までに適合すること。 

（１） 非住宅部分が第一条第一項第一号イに定める基準に適合
し、かつ、住宅部分が同項第二号ロ（１）に適合すること。 

（１） 非住宅部分が第一条第一項第一号に定める基準に適合
し、かつ、住宅部分が同項第二号イ（１）及びロに適合するこ
と。 

（２） 複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量が、複合建
築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 

（２） 第一条第一項第三号ロ（１）の複合建築物の設計一次エ
ネルギー消費量が、複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費
量を超えないこと。 

（３） 非住宅部分が第一号イ（１）に定める基準に適合し、か
つ、住宅部分が前号イに適合すること。 

（３） 非住宅部分が第一号イに適合すること。 

（非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量）  

第十一条 前条第一号ロ（１）の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー
消費量及び同号ロ（２）の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導
設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値（その数値
に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。）と
する。 

(新設) 
 

ＥＴ＝（ＥＡＣ＋ＥＶ＋ＥＬ＋ＥＷ＋ＥＥＶ−ＥＳ＋ＥＭ）×１０−３  

この式において、ＥＴ、ＥＡＣ、ＥＶ、ＥＬ、ＥＷ、ＥＥＶ、ＥＳ及びＥＭ

は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 

ＥＴ 誘導設計一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガジ
ュール） 

 

ＥＡＣ 第二条第一項の空気調和設備の設計一次エネルギー消費  
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量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＶ 第二条第一項の空気調和設備以外の機械換気設備の設計
一次エネルギー消費量（単位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＬ 第二条第一項の照明設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＷ 第二条第一項の給湯設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＥＶ 第二条第一項の昇降機の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＳ エネルギー利用効率化設備（コージェネレーション設備に
限る。次項並びに第十三条第一項及び第二項において同じ。）
による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量（単位 一年に
つきメガジュール） 

 

ＥＭ 第二条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

 

２ 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー
消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものと
する。 

 

（非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量） （非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量） 

第十二条 第十条第一号ロ（１）の非住宅部分の誘導基準一次エネルギ
ー消費量及び同号ロ（２）の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘
導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値（その数
値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。）
とする。 

第十一条 前条第一号ロ（１）の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー
消費量及び同号ロ（２）の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導
基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値（その数値
に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。）と
する。 

ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×１０
−３ 

ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×１０
−３ 

この式において、ＥＳＴ、ＥＳＡＣ、ＥＳＶ、ＥＳＬ、ＥＳＷ、ＥＳＥＶ、Ｂ
及びＥＭはそれぞれ次の数値を表すものとする。 

この式において、ＥＳＴ、ＥＳＡＣ、ＥＳＶ、ＥＳＬ、ＥＳＷ、ＥＳＥＶ及び
ＥＭはそれぞれ次の数値を表すものとする。 

ＥＳＴ 誘導基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガ
ジュール） 

ＥＳＴ 誘導基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガ
ジュール） 

ＥＳＡＣ 第三条第一項の空気調和設備の基準一次エネルギー消
費量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＡＣ 第三条第一項の空気調和設備の基準一次エネルギー消
費量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＶ 第三条第一項の空気調和設備以外の機械換気設備の基準
一次エネルギー消費量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＶ 第三条第一項の空気調和設備以外の機械換気設備の基準
一次エネルギー消費量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＬ 第三条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＬ 第三条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＷ 第三条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＷ 第三条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＥＶ 第三条第一項の昇降機の基準一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＥＶ 第三条第一項の昇降機の基準一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

Ｂ 用途に応じて別表第二に掲げる第一条第一項第一号イの非
住宅部分の基準一次エネルギー消費量（第三条第一項のその他
一次エネルギー消費量を除く。別表第二において同じ。）に対
する誘導基準一次エネルギー消費量（同項のその他一次エネル
ギー消費量を除く。別表第二において同じ。）の割合 

ＥＭ 第三条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

ＥＭ 第三条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

 

（住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量）  

57



 

 

新 旧 

第十三条 第十条第二号ロの住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費
量（住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。）及び第三項各
号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出
した数値（その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これ
を切り上げる。）とする。 

（新設） 

ＥＴ＝（ＥＨ＋ＥＣ＋ＥＶ＋ＥＬ＋ＥＷ−ＥＳ＋ＥＭ）×１０−３  

この式において、ＥＴ、ＥＨ、ＥＣ、ＥＶ、ＥＬ、ＥＷ、ＥＳ及びＥＭは、
それぞれ次の数値を表すものとする。 

 

ＥＴ 誘導設計一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガジ
ュール） 

 

ＥＨ 第四条第一項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＣ 第四条第一項の冷房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＶ 第四条第一項の機械換気設備の設計一次エネルギー消費
量（単位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＬ 第四条第一項の照明設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＷ 第四条第一項の給湯設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＳ エネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギ
ー消費量の削減量（単位 一年につきメガジュール） 

 

ＥＭ 第四条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

 

２ 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー
消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものと
する。 

 

３ 第十条第二号ロの住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量（住宅
部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同
じ。）は、次の各号のいずれかの数値とする。 

 

一 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の
誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 

 

二 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値  

４ 第十一条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の誘導
設計一次エネルギー消費量について準用する。 

 

（住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量） （住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量） 

第十四条 第十条第二号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費
量（住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。）及び次項の単
位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数
値（その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り
上げる。）とする。 

第十二条 第十条第二号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費
量（住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。）及び次項の単
位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数
値（その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り
上げる。）とする。 

ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×０．８＋ＥＭ｝×
１０−３ 

ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×０．９＋ＥＭ｝×１
０−３ 

この式において、ＥＳＴ、ＥＳＨ、ＥＳＣ、ＥＳＶ、ＥＳＬ、ＥＳＷ及びＥＭ

は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
この式において、ＥＳＴ、ＥＳＨ、ＥＳＣ、ＥＳＶ、ＥＳＬ、ＥＳＷ及びＥＭ

は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ＥＳＴ 誘導基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガ
ジュール） 

ＥＳＴ 誘導基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガ
ジュール） 

ＥＳＨ 第五条第一項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量 ＥＳＨ 第五条第一項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量
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（単位 一年につきメガジュール） （単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＣ 第五条第一項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＣ 第五条第一項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＶ 第五条第一項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費
量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＶ 第五条第一項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費
量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＬ 第五条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＬ 第五条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＷ 第五条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＷ 第五条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＭ 第五条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

ＥＭ 第五条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

２ 第十条第二号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（住宅
部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同
じ。）は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に
定めるとおりとする。 

２ 第十条第二号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（住宅
部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同
じ。）は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に
定めるとおりとする。 

一 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号
の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の
合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数
値 

一 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第四条第三項第一号の
数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合
計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 

二 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号
の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を
合計した数値 

二 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第四条第三項第二号の
数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合
計した数値 

３ 第十二条の規定は、前項第一号の共用部分の誘導基準一次エネルギ
ー消費量について準用する。この場合において、同条中「ＥＳＴ＝｛（Ｅ
ＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×１０−３」とあるのは
「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×０．８＋ＥＭ｝×
１０−３」とする。 

３ 前条の規定は、前項第一号の共用部分の誘導基準一次エネルギー消
費量について準用する。この場合において、同条中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳ

ＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×０．８＋ＥＭ｝×１０−３」とある
のは「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×０．９＋Ｅ
Ｍ｝×１０−３」とする。 

（複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量）  

第十五条 第十条第三号ロ（２）の複合建築物の誘導設計一次エネルギ
ー消費量は、第十一条第一項の規定により算出した非住宅部分の誘導
設計一次エネルギー消費量と第十三条第一項又は第三項の規定によ
り算出した住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数
値とする。 

（新設） 

（複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量） （複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量） 

第十六条 第十条第三号ロ（２）の複合建築物の誘導基準一次エネルギ
ー消費量は、第十二条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準一
次エネルギー消費量と第十四条第一項又は第二項の規定により算出
した住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値と
する。 

第十三条 第十条第三号ロ（２）の複合建築物の誘導基準一次エネルギ
ー消費量は、第十一条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準一
次エネルギー消費量と前条第一項又は第二項の規定により算出した
住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。 

附 則 附 則 

第三条 この省令の施行の際現に存する建築物（令和四年十月一日以後
にする法第三十四条第一項の認定の申請に係るものを除く。次項並び
に次条第二項及び第三項において同じ。）の非住宅部分について、第
三条及び第十二条の規定を適用する場合においては、当分の間、第三
条第一項中「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×
１０−３」とあるのは「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳ

ＥＶ）×１．１＋ＥＭ｝×１０−３」と、第十二条中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ

＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×１０−３」とあるのは「Ｅ
ＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×１０−３」とする。 

第三条 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、
第三条及び第十一条の規定を適用する場合においては、当分の間、第
三条第一項中「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）
×１０−３」とあるのは「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳ

ＥＶ）×１．１＋ＥＭ｝×１０−３」と、第十一条中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ

＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×１０−３」とあるのは「Ｅ
ＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×１０−３」とする。 

２ （略） ２ （略） 
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第四条 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第
一条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号ロ（１）に
適合する場合に限り、当分の間、同号イの規定は、適用しない。 

第四条 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第
一条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号ロ（１）に
適合する場合に限り、当分の間、同号イの規定は、適用しない。 

２ この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第五条
及び第十四条の規定を適用する場合においては、当分の間、第五条第
一項中「ＥＳＴ＝（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＭ）×１０−３」
とあるのは「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×１．１
＋ＥＭ｝×１０−３」と、同条第四項中「準用する。」とあるのは「準
用する。この場合において、同条第一項中「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ

＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×１０−３」とあるのは、「ＥＳＴ＝｛（Ｅ
ＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×１．１＋ＥＭ｝×１０−３」とする。」
と、第十四条第一項中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳ

Ｗ）×０．８＋ＥＭ｝×１０−３」とあるのは「ＥＳＴ＝（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋
ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＭ）×１０−３」と、同条第三項中「ＥＳＴ＝｛（Ｅ
ＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×０．８＋ＥＭ｝×１０−３」とある
のは「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×１０−３」
とする。 

２ この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第五条
及び第十二条の規定を適用する場合においては、当分の間、第五条第
一項中「ＥＳＴ＝（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＭ）×１０−３」
とあるのは「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×１．１
＋ＥＭ｝×１０−３」と、同条第四項中「準用する。」とあるのは「準
用する。この場合において、同条第一項中「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ

＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×１０−３」とあるのは、「ＥＳＴ＝｛（Ｅ
ＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×１．１＋ＥＭ｝×１０−３」とする。」
と、第十二条第一項中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳ

Ｗ）×０．９＋ＥＭ｝×１０−３」とあるのは「ＥＳＴ＝（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋Ｅ
ＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＭ）×１０−３」と、同条第三項中「ＥＳＴ＝｛（Ｅ
ＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×０．９＋ＥＭ｝×１０−３」とある
のは「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×１０−３」
とする。 

３ （略） ３ （略） 

別表第一（第十条関係） 別表（第十条関係） 

   用途 地域の区分     用途 地域の区分  

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８   １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８  

 
（
１
） 

事務所等 ４
８
０ 

４
８
０ 

４
８
０ 

４
７
０ 

４
７
０ 

４
７
０ 

４
５
０ 

５
７
０ 

  
（
１
） 

事務所等 ４
８
０ 

４
８
０ 

４
８
０ 

４
７
０ 

４
７
０ 

４
７
０ 

４
５
０ 

５
７
０ 

 

 
（
２
） 

ホテル等 客室部 ６
５
０ 

６
５
０ 

６
５
０ 

５
０
０ 

５
０
０ 

５
０
０ 

５
１
０ 

６
７
０ 

  
（
２
） 

ホテル等 客室部 ６
５
０ 

６
５
０ 

６
５
０ 

５
０
０ 

５
０
０ 

５
０
０ 

５
１
０ 

６
７
０ 

 

 

宴会場部 ９
９
０ 

９
９
０ 

９
９
０ 

１
２
６
０ 

１
２
６
０ 

１
２
６
０ 

１
４
７
０ 

２
２
２
０ 

  

宴会場部 ９
９
０ 

９
９
０ 

９
９
０ 

１
２
６
０ 

１
２
６
０ 

１
２
６
０ 

１
４
７
０ 

２
２
２
０ 

 

 
（
３
） 

病院等 病室部 ９
０
０ 

９
０
０ 

９
０
０ 

８
３
０ 

８
３
０ 

８
３
０ 

８
０
０ 

９
８
０ 

  
（
３
） 

病院等 病室部 ９
０
０ 

９
０
０ 

９
０
０ 

８
３
０ 

８
３
０ 

８
３
０ 

８
０
０ 

９
８
０ 

 

 
非病室部 ４

６
０ 

４
６
０ 

４
６
０ 

４
５
０ 

４
５
０ 

４
５
０ 

４
４
０ 

６
５
０ 

  
非病室部 ４

６
０ 

４
６
０ 

４
６
０ 

４
５
０ 

４
５
０ 

４
５
０ 

４
４
０ 

６
５
０ 

 

 

（
４
） 

百貨店等 ６
４
０ 

６
４
０ 

６
４
０ 

７
２
０ 

７
２
０ 

７
２
０ 

８
１
０ 

１
２
９
０ 

  

（
４
） 

百貨店等 ６
４
０ 

６
４
０ 

６
４
０ 

７
２
０ 

７
２
０ 

７
２
０ 

８
１
０ 

１
２
９
０ 

 

 
（
５
） 

学校等 ４
２
０ 

４
２
０ 

４
２
０ 

４
７
０ 

４
７
０ 

４
７
０ 

５
０
０ 

６
３
０ 

  
（
５
） 

学校等 ４
２
０ 

４
２
０ 

４
２
０ 

４
７
０ 

４
７
０ 

４
７
０ 

５
０
０ 

６
３
０ 

 

 

（
６
） 

飲食店等 ７
１
０ 

７
１
０ 

７
１
０ 

８
２
０ 

８
２
０ 

８
２
０ 

９
０
０ 

１
４
３
０ 

  

（
６
） 

飲食店等 ７
１
０ 

７
１
０ 

７
１
０ 

８
２
０ 

８
２
０ 

８
２
０ 

９
０
０ 

１
４
３
０ 

 

 
（
７

集会所等 図書館等 ５
９

５
９

５
９

５
８

５
８

５
８

５
５

６
５

  
（
７

集会所等 図書館等 ５
９

５
９

５
９

５
８

５
８

５
８

５
５

６
５
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） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

体育館等 ７
９
０ 

７
９
０ 

７
９
０ 

９
１
０ 

９
１
０ 

９
１
０ 

９
１
０ 

１
０
０
０ 

  

体育館等 ７
９
０ 

７
９
０ 

７
９
０ 

９
１
０ 

９
１
０ 

９
１
０ 

９
１
０ 

１
０
０
０ 

 

 

映画館等 １
４
９
０ 

１
４
９
０ 

１
４
９
０ 

１
５
１
０ 

１
５
１
０ 

１
５
１
０ 

１
５
１
０ 

２
０
９
０ 

  

映画館等 １
４
９
０ 

１
４
９
０ 

１
４
９
０ 

１
５
１
０ 

１
５
１
０ 

１
５
１
０ 

１
５
１
０ 

２
０
９
０ 

 

 

備考 
１ 単位は、１平方メートル１年につきメガジュールとする。 
２ 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の

状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同
じ。 

３ 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状
況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。 

４ 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネル
ギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二
において同じ。 

５ 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使
用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において
同じ。 

６ 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使
用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において
同じ。 

７ 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他
エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別
表第二において同じ。 

８ 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の
状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体
育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、
スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギ
ーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館
等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネル
ギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二
において同じ。 

  

備考 
１ 単位は、１平方メートル１年につきメガジュールとする。 
２ 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の

状況に関してこれらに類するものをいう。 

 
３ 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状

況に関してこれらに類するものをいう。 
４ 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネル

ギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 
 
５ 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使

用の状況に関してこれらに類するものをいう。 
 
６ 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使
用の状況に関してこれらに類するものをいう。 

 
７ 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他

エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 

 
８ 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の

状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体
育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、
スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギ
ーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館
等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネル
ギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 

 

 
別表第二（第十二条関係） 

 
(新設) 

 
  用途 第一条第一項第一号イの非住宅部分の基準

一次エネルギー消費量に対する誘導基準一
次エネルギー消費量の割合 

  
   

 

 （１） 事務所等 ０．６       

 （２） ホテル等 ０．７       

 （３） 病院等 ０．７       

 （４） 百貨店等 ０．７       

 （５） 学校等 ０．６       

 （６） 飲食店等 ０．７       

 （７） 集会所等 ０．７       

 （８） 工場等 ０．６       
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備考 

「集会所等」とは、図書館等、体育館等及び映画館等をいう。 
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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正 新旧対照表 (改正部分抜粋) 
（令和４年１１月７日号外経済産業・国土交通省令第２号） 

 

新 旧 

（建築物エネルギー消費性能基準） （建築物エネルギー消費性能基準） 

第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「法」
という。）第二条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定め
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号
に定める基準とする。 

第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「法」
という。）第二条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定め
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号
に定める基準とする。 

一 （略） 一 （略） 

二 住宅部分を有する建築物（複合建築物を除く。以下「住宅」とい
う。） 次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交
通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方
法によって住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有するこ
とが確かめられた場合においては、この限りでない。 

二 住宅部分を有する建築物（複合建築物を除く。以下「住宅」とい
う。） 次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交
通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方
法によって住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有するこ
とが確かめられた場合においては、この限りでない。 

イ 次の（１）から（３）までのいずれかに適合すること。 イ 次の（１）から（３）までのいずれかに適合すること。 

 

（１） 次の（ｉ）又は（ｉｉ）のいずれかに適合すること。 
（ｉ） 国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸（住

宅部分の一の住戸をいう。以下同じ。）の外皮平均熱貫流率（単
位住戸の内外の温度差一度当たりの総熱損失量（換気による熱
損失量を除く。）を外皮（外気等（外気又は外気に通じる床裏、
小屋裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう。）
に接する天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合に
あっては、屋根）、壁、床及び開口部並びに当該単位住戸以外
の建築物の部分に接する部分をいう。以下（ｉ）において同じ。）
の面積で除した数値をいう。以下同じ。）及び冷房期（一年間
のうち一日の最高気温が二十三度以上となる全ての期間をい
う。以下同じ。）の平均日射熱取得率（日射量に対する室内に
侵入する日射量の割合を外皮の面積により加重平均した数値
をいう。以下同じ。）が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に
応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であるこ
と。 

 

 地域の区分 外皮平均熱貫流率
（単位 一平方メ
ートル一度につき
ワット） 

冷房期の平均日射熱取得率  

 一 〇・四六 ―  

 二 〇・四六 ―  

 三 〇・五六 ―  

 四 〇・七五 ―  

 五 〇・八七 三・〇  

 六 〇・八七 二・八  

 七 〇・八七 二・七  

 八 ― 六・七  

 

（ｉｉ） 住宅（単位住戸の数が一であるものを除く。）の住棟
単位外皮平均熱貫流率（（ｉ）に規定する国土交通大臣が定め
る方法により算出した単位住戸の外皮平均熱貫流率の合計を
単位住戸の数で除したものをいう。以下（ｉｉ）及び（２）（ｉ
ｉ）において同じ。）及び住棟単位冷房期平均日射熱取得率
（（ｉ）に規定する国土交通大臣が定める方法により算出した
単位住戸の冷房期の平均日射熱取得率の合計を単位住戸の数
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で除したものをいう。以下（ｉｉ）及び（２）（ｉｉ）におい
て同じ。）が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それ
ぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。 

  地域の区分 外皮平均熱貫流率（単位 一平
方メートル一度につきワット） 

冷房期の平均日射
熱取得率 

 

 一 〇・四一 ―  

 二 〇・四一 ―  

 三 〇・四四 ―  

 四 〇・六九 ―  

 五 〇・七五 一・五  

 六 〇・七五 一・四  

 七 〇・七五 一・三  

 八 ― 二・八  

 
（２） 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれに定める基準に

適合すること。 

 

（ｉ） 住宅（単位住戸の数が一であるものに限る。） （１）
（ｉ）に規定する国土交通大臣が定める方法により算出した
外皮性能モデル住宅（国土交通大臣が構造に応じて外皮平均
熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の算出に用いるべ
き標準的な住宅であると認めるものをいう。）の単位住戸の
外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率が、（１）
（ｉ）の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表
の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。 

 

（ｉｉ） 住宅（単位住戸の数が一であるものを除く。） （１）
（ｉｉ）に規定する国土交通大臣が定める方法により算出し
た外皮性能モデル共同住宅（国土交通大臣が構造に応じて外
皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の算出に用
いるべき標準的な共同住宅であると認めるものをいう。）の
住棟単位外皮平均熱貫流率及び住棟単位冷房期平均日射熱
取得率が、（１）（ｉｉ）の表の上欄に掲げる地域の区分に
応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下である
こと。 

（１） 国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸（住宅
部分の一の住戸をいう。以下同じ。）の外皮平均熱貫流率（単位
住戸の内外の温度差一度当たりの総熱損失量（換気による熱損失
量を除く。）を外皮（外気等（外気又は外気に通じる床裏、小屋
裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう。）に接す
る天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合にあって
は、屋根）、壁、床及び開口部並びに当該単位住戸以外の建築物
の部分に接する部分をいう。以下（１）において同じ。）の面積
で除した数値をいう。以下同じ。）及び冷房期（一年間のうち一
日の最高気温が二十三度以上となる全ての期間をいう。以下同
じ。）の平均日射熱取得率（日射量に対する室内に侵入する日射
量の割合を外皮の面積により加重平均した数値をいう。以下同
じ。）が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同
表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。 

 

地域の区分 外皮平均熱貫流率（単位 一平
方メートル一度につきワット） 

冷房期の平均
日射熱取得率 

 

一 〇・四六 ― 

二 〇・四六 ― 
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三 〇・五六 ― 

四 〇・七五 ― 

五 〇・八七 三・〇 

六 〇・八七 二・八 

七 〇・八七 二・七 

八 ― 六・七 

（２） （１）の国土交通大臣が定める方法により算出した外皮性
能モデル住宅（国土交通大臣が構造に応じて外皮平均熱貫流率及
び冷房期の平均日射熱取得率の算出に用いるべき標準的な住宅
であると認めるものをいう。）の単位住戸の外皮平均熱貫流率及
び冷房期の平均日射熱取得率が、（１）の表の上欄に掲げる地域
の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下で
あること。 

 

（３） （略） （３） （略） 

ロ （略） ロ （略）。 

三 （略） 三 （略） 

２ 前項第二号イ（１）の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるも
のとする。 

２ 前項第二号イ（１）（ｉ）及び（ｉｉ）の地域の区分は、国土交通
大臣が別に定めるものとする。 

（特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費
性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準） 

（特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費
性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準） 

第八条 法第二十九条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基
準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネル
ギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定建
築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消
費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでな
い。 

第八条 法第二十九条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基
準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネル
ギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定建
築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消
費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでな
い。 

一 特定建築主が令和二年度以降に新築する分譲型一戸建て規格住
宅が、第一条第一項第二号イ（１）に適合するものであること。 

一 特定建築主が令和二年度以降に新築する分譲型一戸建て規格住
宅が、第一条第一項第二号イ（１）（ｉ）に適合するものであるこ
と。 

二 （略） 二 （略） 

（建築物エネルギー消費性能誘導基準） （建築物エネルギー消費性能誘導基準） 

第十条 法第三十五条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定
める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各
号に定める基準とする。 

第十条 法第三十五条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定
める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各
号に定める基準とする。 

一 （略） 一 （略） 

二 住宅 次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交
通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方
法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層
の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確
かめられた場合においては、この限りでない。 

二 住宅 次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交
通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方
法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層
の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確
かめられた場合においては、この限りでない。 

 イ 第一条第一項第二号イ（１）（ｉ）に規定する国土交通大臣が
定める方法により算出した単位住戸の外皮平均熱貫流率及び冷
房期の平均日射熱取得率が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に
応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であるこ
と。 

  地域の区分 外皮平均熱貫流率（単位 一平
方メートル一度につきワット） 

冷房期の平均日
射熱取得率 

 

 一 〇・四〇 ―  
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 二 〇・四〇 ―  

 三 〇・五〇 ―  

 四 〇・六〇 ―  

 五 〇・六〇 三・〇  

 六 〇・六〇 二・八  

 七 〇・六〇 二・七  

 八 ― 六・七  

  
ロ 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の誘導基準
一次エネルギー消費量を超えないこと。 

 イ 次の（１）又は（２）のいずれかに適合すること。   

 

（１） 第一条第一項第二号イ（１）の国土交通大臣が定める方法
により算出した単位住戸の外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日
射熱取得率が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ
同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。 

 

 

 
地域の区分 外皮平均熱貫流率（単

位 一平方メートル一
度につきワット） 

冷房期の平均日射熱取得率 
 

 

 一 〇・四〇 ―   

 二 〇・四〇 ―   

 三 〇・五〇 ―   

 四 〇・六〇 ―   

 五 〇・六〇 三・〇   

 六 〇・六〇 二・八   

 七 〇・六〇 二・七   

 八 ― 六・七   

（２） 住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関す
る国土交通大臣が定める基準に適合すること。 

 

ロ 次の（１）又は（２）のいずれかに適合すること。  

（１） 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量が、住宅部分
の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 

 

（２） 住宅部分が一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣
が定める基準に適合すること。 

 

三 （略） 三 （略） 

（住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量） （住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量） 

第十三条 第十条第二号ロ（１）の住宅部分の誘導設計一次エネルギー
消費量（住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。）及び第三
項各号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により
算出した数値（その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、
これを切り上げる。）とする。 

第十三条 第十条第二号ロの住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費
量（住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。）及び第三項各
号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出
した数値（その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これ
を切り上げる。）とする。 

ＥＴ＝（ＥＨ＋ＥＣ＋ＥＶ＋ＥＬ＋ＥＷ−ＥＳ＋ＥＭ）×１０−３ ＥＴ＝（ＥＨ＋ＥＣ＋ＥＶ＋ＥＬ＋ＥＷ−ＥＳ＋ＥＭ）×１０−３ 

この式において、ＥＴ、ＥＨ、ＥＣ、ＥＶ、ＥＬ、ＥＷ、ＥＳ及びＥＭは、
それぞれ次の数値を表すものとする。 

この式において、ＥＴ、ＥＨ、ＥＣ、ＥＶ、ＥＬ、ＥＷ、ＥＳ及びＥＭは、
それぞれ次の数値を表すものとする。 

ＥＴ 誘導設計一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガジ
ュール） 

ＥＴ 誘導設計一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガジ
ュール） 

ＥＨ 第四条第一項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量（単 ＥＨ 第四条第一項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量（単
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位 一年につきメガジュール） 位 一年につきメガジュール） 

ＥＣ 第四条第一項の冷房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

ＥＣ 第四条第一項の冷房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

ＥＶ 第四条第一項の機械換気設備の設計一次エネルギー消費
量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＶ 第四条第一項の機械換気設備の設計一次エネルギー消費
量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＬ 第四条第一項の照明設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

ＥＬ 第四条第一項の照明設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

ＥＷ 第四条第一項の給湯設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

ＥＷ 第四条第一項の給湯設備の設計一次エネルギー消費量（単
位 一年につきメガジュール） 

ＥＳ エネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギ
ー消費量の削減量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳ エネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギ
ー消費量の削減量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＭ 第四条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

ＥＭ 第四条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第十条第二号ロ（１）の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量
（住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項におい
て同じ。）は、次の各号のいずれかの数値とする。 

３ 第十条第二号ロの住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量（住宅
部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同
じ。）は、次の各号のいずれかの数値とする。 

一 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の
誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 

一 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の
誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 

二 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値 二 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値 

４ （略） ４ （略） 

（住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量） （住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量） 

第十四条 第十条第二号ロ（１）の住宅部分の誘導基準一次エネルギー
消費量（住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。）及び次項
の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出し
た数値（その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを
切り上げる。）とする。 

第十四条 第十条第二号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費
量（住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。）及び次項の単
位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数
値（その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り
上げる。）とする。 

ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×０．８＋ＥＭ｝×１
０−３ 

ＥＳＴ＝｛（ＥＳＨ＋ＥＳＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ）×０．８＋ＥＭ｝×１
０−３ 

この式において、ＥＳＴ、ＥＳＨ、ＥＳＣ、ＥＳＶ、ＥＳＬ、ＥＳＷ及びＥＭ

は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
この式において、ＥＳＴ、ＥＳＨ、ＥＳＣ、ＥＳＶ、ＥＳＬ、ＥＳＷ及びＥＭ

は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ＥＳＴ 誘導基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガ
ジュール） 

ＥＳＴ 誘導基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきギガ
ジュール） 

ＥＳＨ 第五条第一項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＨ 第五条第一項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＣ 第五条第一項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＣ 第五条第一項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＶ 第五条第一項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費
量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＶ 第五条第一項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費
量（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＬ 第五条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＬ 第五条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＷ 第五条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＳＷ 第五条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位 一年につきメガジュール） 

ＥＭ 第五条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

ＥＭ 第五条第一項のその他一次エネルギー消費量（単位 一年
につきメガジュール） 

２ 第十条第二号ロ（１）の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量
（住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項におい
て同じ。）は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各

２ 第十条第二号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（住宅
部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同
じ。）は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に
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号に定めるとおりとする。 定めるとおりとする。 

一 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号
の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の
合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数
値 

一 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号
の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の
合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数
値 

二 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号
の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を
合計した数値 

二 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号
の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を
合計した数値 

３ （略） ３ （略） 

附 則〔令和四年一一月七日経済産業・国土交通省令第二号〕  

（施行期日）  

１ この省令は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２ この省令の施行前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律第十二条第一項若しくは第二項（これらの規定を同法第十五条第
二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の建築物エネル
ギー消費性能確保計画の提出、同法第十三条第二項若しくは第三項
（これらの規定を同法第十五条第二項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。）の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知、同
法第十九条第一項の届出、同法第二十条第二項の通知、同法第二十三
条第一項若しくは第四十一条第一項の認定の申請又は同法第二十七
条第一項の評価を行う建築士への建築に係る設計の委託がされた建
築物に係る同法第二条第一項第三号の建築物エネルギー消費性能基
準については、なお従前の例による。 
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